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平成２２年第２回 津別町議会定例会会議録 

 

 

招 集 日  平成２２年 ３月 ５日 

 

場  所  津別町議会議事堂 

 

開会日時  平成２２年 ３月１１日  午前１０時００分 

 

延会日時  平成２２年 ３月１１日  午後 ４時３４分 

 

議  長  鹿 中 順 一 

 

副 議 長  篠 原 眞稚子 

 

議員の応召、出席状況 

議席

番号 
氏   名 

応 召不応召 出席 

状況 

議席 

番号 
氏   名 

応 召不応召 出席 

状況 

１ 乃 村 吉 春 ○ ○ ６ 白 馬 康 進 ○ ○ 

２ 谷 川 忠 雄 ○ ○ ７ 藤 原 英 男 ○ ○ 

３ 茂呂竹 裕 子 ○ ○ ８ 山 内   彬 ○ ○ 

４ 村 田 政 義 ○ ○ ９ 篠 原 眞稚子 ○ ○ 

５ 鳥 本  樹 ○ ○ １０ 鹿 中 順 一 ○ ○ 
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地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（イ）執行機関の長等 

職   名 氏   名 出 欠 職   名 氏   名 出

欠 

町 長 佐 藤 多 一 ○ 監 査 委 員 幾 世 橋 良 三 ○ 農業委員会委員長   選挙管理委員会委員長   教育委員会委員長      

 

（ロ）委任または嘱託 

職   名 氏   名 出 欠 職   名 氏   名 出 欠 

副 町 長 佐 藤 正 敏 ○ 教 育 長 阿 部 博 道 ○ 

総 務 課 長 林  伸 行 ○ 学 校 教 育 課 長 椛 木 義 樹 ○ 

総 務 課 主 幹 房 田 敏 彦 ○ 社 会 教 育 課 長 徳 田 博 一 ○ 

行政経営推進室長 金 一  昇 ○ 農業委員会事務局長 酒 井  操 ○ 

企 画 財 政 課 長 斉 藤 善 己 ○ 農業委員会事務局次長 深 田 知 明 ○ 

企画財政課主幹 石 橋 吉 伸 ○ 選 管 局 長 林  伸 行 ○ 

住 民 生 活 課 長 長 良 英 俊 ○ 選 管 次 長 房 田 敏 彦 ○ 

住民生活課主幹 山 口 善 勝 ○ 監査委員事務局長 細 川 順 市 ○ 

保 健 福 祉 課 長 鴇 田 憲 治 ○    

保健福祉課主幹 江 草 智 行 ○    

特 養 園 長 鈴 木 悦 郎 ○    

特 養 主 幹 清 野 敏 幸 ○    

産 業 課 長 酒 井  操 ○    

産 業 課 主 幹 深 田 知 明 ○    

建 設 課 長 上 野 安 男 ○    会 計 管 理 者 土 井 玉 記 ○    総務課庶務担当主査 伊 藤 泰 広 ×    企画財政課財政主査 横 山  智 ○    

 

 

会議の事務に従事した者の職氏名 

職   名 氏   名 出 欠 職   名 氏   名 出 欠 

事 務 局 長 細 川 順 市 ○ 事 務 局 主 任 中 橋 育 美 ○ 

事 務 局 主 査 石 川  篤 ○    
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会 議 に 付 し た 事 件 

 

日程 区分 番号 件        名 顛    末 

１   会議録署名議員の指名 

９番 篠原眞稚子 

 

１番 乃村 吉春 

２   諸般の報告  

３   提案理由の説明 

 

４ 議案 ２１ 
平成２１年度津別町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）について 

 

５ 〃 ２２ 
平成２１年度津別町老人保健事業特別会

計補正予算（第２号）について 

 

６ 〃 ２３ 
平成２１年度津別町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）について 

 

７ 〃 ２４ 
平成２１年度津別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第４号）について 

 

８ 〃 ２５ 
平成２１年度津別町下水道事業特別会計

補正予算（第５号）について 

 

９ 〃 ２６ 
平成２１年度津別町簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号）について 

 

１０ 〃 ２７ 
平成２１年度津別町上水道事業会計補正

予算（第６号）について 

 

１１ 〃 ３７ 
平成２１年度津別町一般会計補正予算

（第１０号）について 

 

１２ 〃 ３８ 

津別町森の健康館及び山村体験宿泊施設

の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
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日程 区分 番号 件        名 顛    末 

１３ 議案 ２８ 
平成２２年度津別町一般会計予算につい

て 

 

１４ 〃 ２９ 
平成２２年度津別町国民健康保険事業特

別会計予算について 
 

１５ 〃 ３０ 
平成２２年度津別町老人保健事業特別会

計予算について 

 

１６ 〃 ３１ 
平成２２年度津別町後期高齢者医療事業

特別会計予算について 

 

１７ 〃 ３２ 
平成２２年度津別町介護保険事業特別会

計予算について 

 

１８ 〃 ３３ 
平成２２年度津別町介護サービス事業特

別会計予算について 

 

１９ 〃 ３４ 
平成２２年度津別町下水道事業特別会計

予算について 

 

２０ 〃 ３５ 
平成２２年度津別町簡易水道事業特別会

計予算について 

 

２１ 〃 ３６ 
平成２２年度津別町上水道事業会計予算

について 

 

２２ 報告 ２ 
例月出納検査の報告について（平成２１

年度１月分） 
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（午前１０時００分） 

    ◎開議の宣告 

○議長（鹿中順一君） おはようございます。季節外れの大雪でありましたが、予報

より少なく安心しているところであります。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

本日の会議に付する議案は、お手元に配付のとおりです。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（鹿中順一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において 

９番 篠 原 眞 稚 子 さん    １番 乃 村 吉 春 君 

の両名を指名します。 

 

◎諸般の報告 

○議長（鹿中順一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。 

○事務局長（細川順市君） これから諸般の報告を申し上げます。 

 本日の議事日程については、お手元に配付してあります日程表のとおりであります。 

 昨日、報告後から本日までの議会の動向につきましては、お手元に配付していると

おりであります。 

 本日の会議に説明のため出席する者の職、氏名はお手元に配付している説明員の出

席に関する報告のとおりでありますが、職務の都合により一部に異動がある場合があ

りますことをご了承願います。 

 以上でございます。 

○議長（鹿中順一君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎提案理由の説明 
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○議長（鹿中順一君） 日程第３、提案理由の説明を行います。 

 町長から提案理由の説明に関して発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

○町長（佐藤多一君） 〔登壇〕 おはようございます。３月１０日送付させていた

だきました２議案について発言のお許しをいただきましたので、提案理由についてご

説明申し上げます。議案第３７号 平成２１年度津別町一般会計補正予算（第１０号）

については、歳入歳出予算の総額に対し、歳入歳出それぞれ５６８万１，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を５８億６，７１８万９，０００円とするものでありま

す。今回の補正につきましては、森の健康館個室風呂新設工事に伴い、森の健康館管

理業務の追加補正をお願いするものであります。あわせて、繰越明渠費の設定を行い、

補正予算の編成を行ったものであります。 

 議案第３８号 津別町森の健康館及び山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定については、議案第３７号で新設する個室風呂につい

て、入浴料を設定するため条例の一部を改正しようとするものであります。慎重にご

審議の上、原案にご協賛たまわりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

    ◎議案第２１号 

○議長（鹿中順一君） 日程第４、議案第２１号 平成２１年度津別町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）についてを議題とします。 

内容の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鴇田憲治君） ただいま上程となりました議案第２１号 平成２１

年度津別町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につきましてご説明申し上

げます。補正の理由につきましては、さきの提案理由で申し上げましたように、歳出

では、給付実績に伴う保険給付費の減額と国保システム改修負担金に伴う補正であり、
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歳入では、保険給付費の実績に伴う療養給付費交付金と前期高齢者交付金の補正と、

国保システム改修負担金に対する財政調整交付金の追加を主な内容とする補正であり

ます。第１条といたしまして、歳入、歳出予算の総額からそれぞれ８７万４，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を９億２，２５１万７，０００円とするものです。 

それでは、歳出のほうからご説明申し上げます。６ページ、７ページをごらんくだ

さい。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費につきましては、総務一般事務

経費で、前期高齢者自己負担凍結措置延長等に係る国保システム等の改修負担金とし

て、１２万６，０００円の追加補正であります。款２保険給付費につきましては、い

ずれも給付実績によります補正でありまして、項１療養諸費、目１一般被保険者療養

給付費の一般保険者療養給付費につきましては、療養給付費として６００万円の追加。

同じく目２退職被保険者等療養給付費につきましては、７００万円の減額。項２高額

療養費の目１一般被保険者高額療養費につきましては、６００万円の追加。８ページ

になりますが目２退職被保険者等高額療養費につきましては、６００万円の減額とそ

れぞれ補正になります。 

 続いて、歳入を説明いたしますので４ページ、５ページをお開きください。款２国

庫支出金、項２国庫補助金、目１財政調整交付金につきましては、特別調整交付金の

その他特別事情分としまして、国保システム改修負担金に対する交付金として１２万

６，０００円の追加補正となります。款３、項１、目１の療養給付費交付金につきま

しては、退職被保険者医療給付費等の保険給付費の実績に伴う交付金の減として、１，

３００万円の減額補正となります。款４、項１、目１の前期高齢者交付金につきまし

ては、一般被保険者給付費等の保険給付費の実績に伴う交付金の増としまして１，２

００万円の追加補正となります。 

それでは第１表に戻っていただきまして、それぞれの補正額を款項ごとに整理させ

ていただきましたので、ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第２１号を採決します。 
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 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２２号 

○議長（鹿中順一君） 日程第５、議案第２２号 平成２１年度津別町老人保健事業

特別会計補正予算（第２号）についてを議題にします。 

 内容の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鴇田憲治君） ただいま上程となりました議案第２２号 平成２１

年度津別町老人保健事業特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明申し上げま

す。補正の理由につきましては、さきの提案理由でも申し上げましたように、歳出で

は、請求実績に伴う医療諸費の減額であり、歳入では、過年度医療過誤納と不正利得

による返納金の増額と医療諸費の実績に伴う一般会計繰入金の減額を内容とする補正

であります。第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４８８万８，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３０３万１，０００円とするものです。 

 それでは、歳出のほうからご説明申し上げますので６ページ、７ページをごらんく

ださい。款１医療諸費、項１医療諸費につきましては、いずれもこれまでの実績を勘

案いたしまして、目１医療給付費で４１８万８，０００円、目２医療費支給費では１

３万円、高額医療費では５７万円をそれぞれ減額補正となります。 

 続いて歳入をご説明申し上げますので４ページ、５ページをお開きください。款２、

項１、目１一般会計繰入金におきましては、医療諸費の実績等から４８９万４，００

０円の減額補正となります。 

款３諸収入、項１雑入、目１雑入につきましては、過年度分の医療費の過誤納金と

して５，０００円の追加、同じく目２返納金につきましては、１件、不当な請求があ

ったということで不正利得返納金としまして１，０００円の追加補正となります。 
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 それでは第１表に戻っていただきまして、それぞれの補正額を款項ごとに整理させ

ていただきましたのでご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第２２号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２３号 

○議長（鹿中順一君） 日程第６、議案第２３号 平成２１年度津別町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題にします。 

内容の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鴇田憲治君） ただいま上程となりました議案第２３号 平成２１

年度津別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明を申

し上げます。補正の理由につきましては、さきの提案理由でも申し上げましたように、

歳出では保険料の実績に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の減額と一般会計への繰

出金の補正であり、歳入では、後期高齢者医療保険料の減額と連合会より交付された

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の追加を内容する補正であります。 

 第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４７５万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を７，２４８万３，０００円とするものです。 

それでは歳出の方からご説明申し上げますので、６ページ、７ページをお開きくだ

さい。款２、項１、目１の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料の

実績に基づきまして４８６万３，０００円の減額補正であります。款３諸支出金、項
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２繰出金、目１一般会計繰出金につきましては、高齢者医療制度円滑化運営臨時特例

交付金として、制度の広報に対する交付金として交付されましたので、一般会計の広

報活動経費への充当するための繰出金としまして、科目を設定しまして１１万３，０

００円の追加補正であります。 

続きまして、歳入をご説明申し上げますので４ページ、５ページをお開きください。

款１、項１の後期高齢者医療保険料につきましては、保険料の実績に伴う補正であり

ますが、目１特別徴収保険料につきましては、６４３万６，０００円の減額、目２普

通徴収保険料につきましては、１５７万３，０００円の追加とそれぞれ補正となりま

す。 

款５、項１広域連合支出金、目１高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金につきま

しては、連合会より広報に対する交付金として交付されましたので科目を設定いたし

まして１１万３，０００円の追加補正となります。 

それでは、第１表に戻っていただきまして、それぞれの補正額を款項ごとに整理さ

せていただきましたのでご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第２３号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案２４号 

○議長（鹿中順一君） 日程第７、議案第２４号 平成２１年度津別町介護サービス

事業特別会計補正予算（第４号）についてを議題にします。 

 内容の説明を求めます。 
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 特養園長。 

○特養園長（鈴木悦郎君） ただいま上程となりました議案第２４号 平成２１年度

津別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）につきまして内容のご説明を申

し上げます。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５５万４，０００円を追加し、

２億７，３００万５，０００円とするものでございます。第２項につきましては後ほ

ど申し上げます。 

歳出のほうからご説明申し上げますので６ページ、７ページをお開き願いたいと思

います。款１施設管理費、目１特養施設費の給与費は財源充当であります。特養施設

運営費の共済費１７万円の増額は、保険料の率の変更によるものでございます。賃金

２６万５，０００円につきましては、代替職員分でございます。委託料５万円の減額

につきましては、事業精査による減額であります。２３償還金利子及び割引料の説明

を申し上げる前に、入所者及び家族に対しまして一言おわびを申し上げたいと思いま

す。施設利用料を事務処理の誤りにより算出、請求いたしましたことに対し、大変ご

迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。これから事務処理におきましては

慎重に対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、償還金利子及び割引料の３９万１，０００円の増額は、平成１９年１０

月に入所しました入所者の介護給付費請求におきまして、平成１９年１０月から平成

２１年９月までの期間、請求誤りがありましたことから施設利用料の過年度過誤納金

還付金として支払うものであります。 

 続きまして、特養施設管理経費の委託料は、消防設備点検の５万９，０００円の減

額は事業精査によるものでございます。 

 続きまして、目２デイサービス費の給与費１万円の減額は精査によるものでありま

す。デイサービス運営経費の需用費の賄い材料費１６万円の減額につきましては、利

用者の減によるものであります。 

８ページ、９ページをお開き願います。デイサービス管理経費の委託料の消防用設

備点検３万１，０００円の減額は、事業精査。また、除排雪の３万８，０００円の増

額は、当初計画より除雪が多かったということで補正を願うものであります。 
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 続きまして、歳入に戻っていただきたいと思います。４ページ、５ページをお開き

ください。款１サービス収入、項１介護給付費収入、目１施設介護サービス費収入、

特養の利用料収入６５７万３，０００円を減額。内訳としまして、現年分６９６万３，

０００円の減額は、入所者の入院等によりまして当初計画より稼働率が伸びないとい

うことであります。また、過年度分につきましては歳出でも説明申し上げましたが、

介護給付費の請求誤りによる過誤納分として３９万円を増額するものであります。目

２居宅介護サービス費収入、短期入所予防給付利用料収入の３４万９，０００円につ

きましては、利用者の増によるものでございます。項２自己負担金収入の２６万４，

０００円の増は、精査や利用者の増によるものでございます。 

款２繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金の６５１万４，０００円の増

額につきましては、利用料の減など事業精査を行った結果、不足が生じますので、一

般会計より繰入金をお願いするものであります。 

 以上の内容となっております。 

 それでは、条文に戻っていただきまして、第２項の第１表につきましては、ただい

ま説明申し上げました内容を款項区分ごとに整理したものでございます。 

 以上で内容の説明を終わりますので、どうかよろしくご承認くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第２４号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２５号 
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○議長（鹿中順一君） 日程第８、議案第２５号 平成２１年度津別町下水道事業特

別会計補正予算（第５号）についてを議題にします。 

内容の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（上野安男君） ただいま上程となりました議案第２５号 平成２１年度

津別町下水道事業特別会計補正予算（第５号）につきましてご説明申し上げます。 

 それでは、下水道事業特別会計補正予算（第５号）をお開きください。第１条にお

きまして、歳入歳出それぞれ２１６万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６億７，１０８万２，０００円とするものでございます。今回の補

正につきましては、事業完了に伴う精査が主なものでありますので、主要な部分のみ

説明させていただきます。 

最初に歳出の６ページ、７ページをお開きください。款１総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費の水洗便所等改造資金利子補給につきましては、貸付対象者がいない

ため６万３，０００円を減額するものでございます。 

款２特環下水道費、項１施設管理費、目２処理場管理費、処理場管理費の備品購入

費は、下水道管理センターの中央監視モニターを更新するために１１万８，０００円

の追加をお願いするものでございます。 

次に、８ページ、９ページをお開きください。款３個別排水費９７万１，０００円

の減額は、いずれも確定による精査でございます。 

款４集落排水費２０万の減額は、１１ページの公共汚水枡設置工事がなかったこと

により減額するものでございます。 

次に、歳入の４ページ、５ページをお開きください。款１分担金負担金、項１分担

金は、下水道受益者分担金として４万円を追加し、個別排水受益者負担金、２戸分を

１７万５，０００円を追加するものでございます。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１下水道費国庫補助金２１万９，０００円の

減額は、補助金の確定によるものでございます。 

款４繰入金、一般会計繰入金は最終精査により１２２万８，０００円を減額するも

のでございます。 
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款６諸収入、目１雑入の消費税還付金、１０６万１，０００円及び消費税還付加算

金８，０００円は確定により追加するものでございます。 

款７町債では、個別排水事業債２００万円の減額につきましては、起債対象経費の

確定により減額するものでございます。 

 最初の条文に戻っていただきまして、第１条、第２項の第１表につきましては、た

だいま申し上げましたものを款項区分に整理したものでございます。 

第２条地方債補正につきましては、歳入で申し上げました個別配水債２００万を減

額したため、補正後の限度額を１，１６０万とするものでございます。 

 以上ご説明申し上げましたので、ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第２５号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２６号 

○議長（鹿中順一君） 日程第９、議案第２６号 平成２１年度津別町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）についてを議題にします。 

 内容の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（上野安男君） ただいま上程となりました議案第２６号 平成２１年度

津別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

それでは、簡易水道特別会計補正予算（第３号）をお開きください。第１条におき

まして、歳入歳出それぞれ３３万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入
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歳出それぞれ６，１９８万３，０００円とするものでございます。今回の補正予算に

つきましては、事業確定が主なものでございます。 

 歳出の６ページ、７ページをお開きください。款１総務費、項１総務管理費、目１

一般管理費３３万５，０００円の減額は、いずれも事業確定による精査でございます。 

 次に、歳入の４ページ、５ページをお開きください。款１分担金及び負担金、項１

負担金、目１負担金、８５万１，０００円の追加につきましては、国道２４０号、配

水管移設工事に係ります消防施設分の負担金でございます。 

款３繰入金、目１一般会計繰入金、３３万５，０００円の減額は精査によるもので

ございます。 

款５諸収入、項１雑入、目１雑入、８５万１，０００円の減額は分担金で説明申し

上げました国道２４０号配水管移設工事に係る消防施設分の工事補償の減でございま

す。 

 最初の条文に戻っていただきまして、第１条、第２項、第１表につきましては、た

だいま申し上げましたものを款項区分に整理したものでございます。 

 以上、ご説明申し上げましたのでご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第２６号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２７号 

○議長（鹿中順一君） 日程第１０、議案第２７号 平成２１年度津別町上水道事業

会計補正予算（第６号）についてを議題にします。 
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 内容の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（上野安男君） ただいま上程となりました議案第２７号 平成２１年度

津別町水道事業会計補正予算（第６号）についてご説明申し上げます。 

３ページをお開きください。収益的収入及び支出では、支出におきまして款１水道

事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費では、上里浄水場滅菌室ドアの修繕の

ため９万９，０００円の追加補正をお願いするものでございます。同じく目３総係費

の法定福利費２，０００円の追加は、３月社会保険料の料金改定に伴うものでござい

ます。手数料２，０００円は、口座振替手数料の増により追加するものでございます。

修繕費７万円は、車両の修繕の増により追加をお願いするものでございます。目４減

価償却費１１万７，０００円の追加は、量水機の２０年度更新残の減価償却でござい

ます。目５資産減耗費３７万８，０００円の追加は、固定資産除却費において恩根水

位計更新及び量水機更新による精査により追加するものでございます。 

４ページの資金計画は記載のとおりでございますので、内容の説明につきましては

省略させていただきます。 

 ５ページ、６ページは予定貸借対照表でございます。６ページの下から５行目、当

年度純利益は、補正予算の結果１，０８９万８，０００円を見込むものでございます。 

 １ページにお戻りいただきたいと思います。第２条、収益的収入及び支出において、

支出で６６万８，０００円を追加し、総支出を１億２，６９４万６，０００円とする

ものでございます。第３条、議会の議決を得なければ流用できない経費としまして、

職員給与費を２，０００円追加し、２，０６０万６，０００円とするものでございま

す。 

 次の２ページの予算補正実施計画につきましては、ただいま申し上げましたものを

款項区分に整理したものでございます。 

 以上、ご説明申し上げましたのでご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 質疑を終結します。 
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 討論を省略し、これより議案第２７号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３７号～議案第３８号 

○議長（鹿中順一君） 日程第１１、議案第３７号 平成２１年度一般会計補正予算

（第１０号）について及び日程第１２、議案第３８号 津別町森の健康館及び山村体

験宿泊施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを会議

規則第３７条の規定により一括議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第１１、議案第３７号 平成２１年度一般会計補正予算（第１０

号）について及び日程第１２、議案第３８号 津別町森の健康館及び山村体験宿泊施

設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題とす

ることに決定しました。 

議案第３７号から順次内容の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○ 企画財政課長（斉藤善己君） ただいま上程となりました議案第３７号 平成２１

年度一般会計補正予算（第１０号）につきまして説明いたします。 

それでは、各条項をごらんいただきたいと思います。第１条につきましては、歳入

歳出にそれぞれ５６８万１，０００円を追加し、補正後の予算の総額を５８億６，７

１８万９，０００円とするものであります。今回の補正につきましては、指定管理者

から近年温泉施設において個室風呂の利用者の需要が多いことなどの事由により要望

を受け、個室風呂新設工事を主なものとして補正予算を編成したものであります。 
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それでは、歳出から説明いたしますので６ページから７ページをお開きいただきた

いと思います。総務費、地域振興費、企画開発費、森の健康館管理業務は、ただいま

提案理由で説明しました個室風呂新設工事に要する費用といたしまして、１５節工事

請負費として増額補正をお願いするものであります。 

それでは、歳入にお戻りいただきたいと思います。４ページをお開きいただきたい

と思います。繰入金、基金繰入金、基金繰入金、公共施設等整備基金繰入金は、細節

で説明しました工事の財源といたしまして増額補正をお願いするものであります。 

第１表にお戻りいただきたいと思います。第１条、第２項、第１表につきましては、

ただいま歳出歳入で説明いたしました内容をそれぞれ補正し、第１条の条項どおりに

するものであります。第２条、第２表、繰越明許費は、この事業完了が翌年度となる

ことから、地方自治法第２１３条の規定によりまして繰越明許費を設定するものであ

ります。 

 以上、説明しましたのでご承認のほどよろしくお願いします。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） 引き続きまして、議案第３８号 津別町森の健康

館山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてのご

説明を申し上げたいと思います。 

 このことにつきましては、本日お配りの追加議案、提案理由の説明にありましたよ

うに今後の利用者ニーズにこたえるため、これらの個室風呂の設置に伴いまして入浴

料に関します料金設定を必要があることから、今回条例の一部を改正しようとするも

のであります。よって、地方自治法第９６条、第１項の規定によりまして議会の議決

を求めるものでございます。 

お配りいたしました説明資料基づいて説明を申し上げます。説明資料をごらんくだ

さい。新旧対照表でございます。別表の改正前、別表第５条関係、入浴料とございま

して、その中に普通券、回数券とございますが、それが改正後、別表第５条関係、４

入浴料、利用区分の中に回数券の下に個室風呂（１時間）となりまして、入浴料につ

きましては２，０００円ということでございます。この２，０００円という価格設定

でございますが、アンビックス社が同様な施設を運営している部分で料金等について
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お尋ねをしたところ、おおむね２，０００円から２，５００円というようなことがあ

りましたので、本町におきましては２，０００円という料金設定をさせていただきま

した。なお、摘要に書いてございますが、４番目の宿泊者及び４歳児未満は無料とす

るということでございますので、宿泊者が個室風呂を利用する場合は無料ということ

になるわけでございます。なお、個室風呂の利用形態につきましては、これにつきま

しては、いわゆる個室風呂のみの利用と宿泊者の利用ということになろうかと思いま

す。個室風呂の利用につきましては、宿泊者につきましては当然予約制という形をと

らせていただくというのが通例のように聞いております。 

 以上が改正の内容でございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２２年４月２０日から施行するというもので

ございます。 

 以上、説明といたしますのでよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（鹿中順一君） 本案について質疑を許します。 

 ６番、白馬康進君。 

○６番（白馬康進君） この個室風呂の関係でありますけど、この件におきましては、

当初全員協議会の中でも一応課題として障害者、高齢者の対応のために検討課題みた

いな形で確か町長も言った記憶があると思うのですね。私は、その際にちょっとまだ

個室風呂というのはどうだろうかなということであんまり賛成的な気持ちはなかった

わけですけど、しかし先般、総務常任委員会の中で町長のほうからこの件については

会社のほうの要望でぜひやりたいということで、それにこたえて今工事を始める段階

だとかって聞いたのですね。それで、この工事代金においては会社が立てかえして、

後町が何らかの支援とか補助金でみるような話しをしてたのですけど、これ私別に反

対して言っているわけでないのですけど、そのいきさつというのですか、今の理由で

も当然最近の要望が多いということで個室風呂をつくることについては私はやぶさか

に思ってませんけど、そのいきさつにおいて、やはり急に降って沸いたような話の中

で委員会が言われたものだから、私たちもじゃあ、それにある程度は賛成しようと言

ったのですけど、どうもこの考え方が、やはり会社の要望と言いながら町長が事前に

言った考え方と一致したといえば一致したのでしょうが、私はそこをきちんとやっぱ
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りまず町長に聞かせていただきたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） 個室風呂に関しますいきさつでございますが、１

月１９日の全員協議会等でも検討課題としてありますというお話をさせていただきま

した。これは、いわゆる電話交換機とこの個室風呂の件でございました。内容的には、

電話交換機につきましては、先日の補正をいただいておるわけでございますが、個室

風呂の関係につきましては、アンビックス社のほうとしてはいわゆる最近の利用者ニ

ーズにこたえるということを重点的におっしゃっておりまして、その分でいきますと

確かに公衆浴場ではございますが、なかなか障害を持っている方あるいは高齢者、あ

るいは乳幼児が利用するという部分でいけば今後の利用のニーズは決して低くはない

だろうという基本的な認識を持ってございました。で、今回、実施時期につきまして

は、いずれ実施をしなきゃいけないというふうな判断をしてたのが１月１９日の時点

でございます。その後、アンビックス社の前川社長が本町に面接等含めまして先月来

られた折に、この個室風呂についてはぜひ検討をお願いしたいという強い要望もござ

いまして、であればこの機会に個室風呂の設置について検討していきたいというよう

なことの考え方というものがございまして、当初は１月の１９日全員協議会の時点で

はまだちょっと先かなという実は予測もあったのでございますが、そういった利用者

要望等を含めていきますと、いわゆる森の健康館とはもう言いませんが森つべつの質

的な向上という意味から個室風呂の設置が望ましいという結論に達したというところ

でございます。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（斉藤善己君） 今白馬議員さんのほうからいきさつ含めて、今主幹

のほうからありましたけれども、その後３月２日、総務文教常任委員会、それから３

日の日に産業福祉常任委員会が開催をされたわけでありますけれども、３月２日の日

に町長のほうから前川社長のほうからそういう申し出があって、そのときは余り時間

がなくてそういう状況になったわけでありますけれども、その中で一定程度の絵とい

いますか、そういったものをお渡ししながら若干のご説明をした経緯がありますけれ

ども、３日の日に昼に前川社長一行を含めて正式にこのことについてのお話があった
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という経過であります。当初、私どももこの辺の負担の部分について、これいろいろ

と検討をしたという経過もありますけれども、例えばこれは公の施設でありますので、

基本的に例えば、町のお金を一つには１９節負担金補助及び交付金でというようなこ

とも検討しましたけれども、なかなかやっぱり財政法上非常に無理があるというよう

な判断に基づきまして、今回町の直営工事として１５節の工事請負費で計上したとい

うような経過でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 町長。 

○町長（佐藤多一君） 今白馬議員さんのご質問のいきさつについては、今二人から

お話したとおりでございます。もうごく最近の話でいけば、ずっといつかはやるだろ

うというふうに考えておりましたけれども、採用試験がありました３月２日、３日、

このときに社長もお見えになりまして、ですからちょうど２日、３日は総務文教常任

委員会と、産福のほうと別々に日を分けてありましたけれども、それで、２日の日に

ご説明した部分と３日の日に説明した部分が、しっかり聞いているのとちょっと聞い

ただけということでずれがありまして、今回提案しているのが統一したものというこ

とになっています。３月２日のときは、お昼の本当に委員会が再開される２、３分の

話だったものですから、ああそういう希望を４月にオープンに向けてやりたいのだな

というふうなものを持っているのだというのがわかって、そして３日の日に時間を、

委員会をちょっとずらしていただきまして、じっくり話しを聞いたということでござ

います。それが皆さんのお手元に行っているカラー刷りのイメージとしてはこんなふ

うなものなのだということで、そしてそのときにどれぐらいお金がかかるのかと、そ

れも明確なものがなかったものですから急いで積算をして、これぐらいするというこ

とで、本当は社長の意向としては４月１日に間にあわせたいというのが一番の希望で

したけれども、やはりヒノキ風呂を想定しているようですので、その発注にはやはり

普通３週間ぐらいはかかるというようなことも、北海道ではできないということもあ

って、そんなようなことがお話されていまして、ちょっとそれに入るのにはちょっと

ずれ込むような状況になってきましたけれども、そのときに向こうが発注して、それ

をかかった分を町のほうが支払うというようなことも一つの方法かなということで考

えたわけですけれども、やはり何というのですか、きちっと町が出して町の財産です
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ので、そして町のものとしてちゃんと持っていくということのほうがやり方としては

正しいやり方かなというふうに思いまして、こんなふうに町がやっていきたいという

ことで提案をさせていただいたところです。なお、聞くところによりますと、いろい

ろあちこちで指定管理を受けてまして、場所によっては何というのですかアンビック

ス社が町に寄附金を出してやったというようなこともありますけれども、そのこと自

体が税務署との関連で、その寄附との関係が非常に最後まで随分税務署とのやり取り

に困った状況になったということで、善意がなかなか通じないというのもありまして、

やはり難しい手続きよりもきちっとした裏表がわかるような発注の仕方のほうがいい

のかなというふうに思いまして、今回こういうふうに提案をさせていただきましたの

で、ご理解よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） ６番、白馬康進君。 

○６番（白馬康進君） この件に関しての経過と内容につきましてはわかりました。

また町長にも後からいきさつについてより説明を加えてくれましたので、私は一応理

解というかこういう形で･･･ただ、さっき石橋君も言ったけど、町民ニーズとして利用

者が多いということで会社の要望を聞いて、これは早くにぜひ検討をしていかなきゃ

ならないということを言ってますけど、変な言い方をすれば検討していかなきゃなら

ないのではなくて、もう先に検討ありで、先にもうこれをやりたいという気持ちがあ

ったのではないかなと私は思って、じゃあそれをもう少しこの機会ってさっき言って

ましたけど、やるのならやるというのがやはりきちっとしたものを持ってなかったら、

会社の要望があったからじゃあ検討していかなきゃならないから、たまたま時間が、

ゆとりがないからもうこの段階で決めざるを得ないと、私たちなんてこの施設の関係

なんていうのはそもそも最初から言ってたでしょ、４月からオープンするのならもう

時期的には暇がないからできるだけ理事者の提案するのに対しては認めて、そして周

知をしなきゃならないという希望で私たちも決めているし、住民にもそうやって言っ

ているのですから、やっぱりこういうような形というのは今後もないとは言えないで

すね。私は、この指定管理者を受けた森つべつのこのホテルというのは、当初は私は

もっとかかるのではないかと思ったのですね、だけど２，０００万前後であえてまた

五百何ぼの個室風呂をつくるということにおいては、まあこの程度はある程度やむを
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得ないと、ただめくら経費としてこれからどんどんどんどん住民ニーズが高まったり、

この部分も入れてほしいとか、この部分も会社ではもっと不足だとかという話はこの

先出てこないとは限らないのですね。ですからその辺はある程度きちっと示しておか

なかったら、みんなやむを得ない、仕方ない、会社がやるのだからってね、最初から

せっかくやってくれるのだから余計なことを言えないという形の中で決めざるを得な

いですね。今回だってこの個室風呂だってやっぱり私が思っていた以上に金額はやっ

ぱり張ると、やっぱりこういう大きな金額が動くとなると住民からやっぱりかかるの

ですねという、ですから２０万や３０万の金額じゃないのですよね、こういう投資と

いうのは。ですから、それなりにやっぱり慎重に私も検討してほしいということで最

初のときに言ったわけですね。ですが今になればこれもやっぱりこういう機会につく

っておいたほうがいいかなということで、今の時点では私は自分なりにやっておいて

もいいのだろうなという考えをもって賛成しますから、たまたま今のいきさつも聞い

て町長のきちっとした最初の判断とは違う今の答えをもらったわけですから、ひとつ

ご了承願いたいと思います。そういうことで、この問題についてはそういうことで進

めるということで、今後の問題として先ほど言ったとおり、これから場合によっては

住民がカラオケシステムつくれだとか、通信カラオケ買えだとかいろんなことが出て

こないとは限らないですね、お客さんが来なかったらその要望にこたえていかなきゃ

ならないと思います。会社だってそうですねと言えば町が金を出すのだったらやって

くださいということになりますよ、おいおいそういうめくら経費というか、当初予算

にない金が私はかかってこざるを得ないということは私も覚悟をしてますし、町長も

恐らく思っていると思います。その範囲というのはあると思います。何ぼでも出せば

いいのだというものではないのですから、ですからその範疇の中で私たちも認めてい

るのですから、その辺はひとつきちっと肝に銘じてやってほしいなということでこう

いうことを言っているわけです、ちょっと苦言で申し訳ないけど。ただ、工事さっき

斉藤課長のほうから繰越明許費ということで工事はもっとかかるということで、じゃ

あ時期的にいつごろ工事が終わって、いつから利用を開始できるのかと。それから、

さっき料金の設定もしましたけど４番目の宿泊者及び４歳児は無料としてますけど、

これ変な話ですけど宿泊者優先になるとなれば当然個室ですから夫婦で来た人とかや



 ― ２４ ―

っぱり利用したいとなると、例えば外から行った人たちが、老人だとか障害者が行き

ますとやっぱり使っているところに入れないわけですね、一つしかないのですから。

その考えというものも私たちはあるわけです。せっかくつくったものが宿泊者優先に

なっちゃって、外から行った人たちが、いや混んでいますから使えませんだとかって、

そういう問題は必ず出てくると思います。せっかく個室をつくるのだったらニーズに

こたえるべきで、使い方もしなきゃならないから、その辺はどう考えているのか、ち

ょっと変な問題ですけど、その辺もかみ合わせて個室風呂の利用価値というものをも

うちょっと話していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） 個室風呂のオープンの時期でございますが、今回

も繰り越しということで設定をお願いしているわけでございますが、おおむねゴール

デンウィークの前までには何とかオープンをしたいというふうに考えてございます。

何とかゴールデンウィークには間にあわせたいという設定で今進めておりますので、

ご理解をお願いをいたしたいと思います。 

 あと、宿泊者無料ということで４番目に書いてございまして、これはおおむね予約

制ということになっております。あと、じゃあ一般で来て、飛び込みといったら表現

が悪いのですけれども、来て使いたいけど使えないじゃないかというようなこと等が

発生するのではないかということなのですけども、ほかの施設でも同様らしいのです

けれども、そこについては宿泊者の時間帯を予約制の中でも時間帯を一般の時間帯か

らずらしてやるとか、そういったいろんな工夫をしつつ利用をさせているというのが

実態というふうにお聞きしておりますので、おおむねそのような形になろうかなとい

うふうに思います。また、やっぱり利用者数としては介護の方、あるいは障害を持っ

ておられる方、乳幼児、家族で一緒に入浴したいというニーズはやっぱり潜在的にか

なりあるようにお聞きしておりますので、そこら辺の部分の予約制、宿泊者との関係

につきましては、またアンビックス社のほうで他の施設等倣いながら、いわゆる困難

のないような利用形態というのを検討していると聞いておりますので、その点につき

ましてご報告申し上げます。 
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○議長（鹿中順一君） 町長。 

○町長（佐藤多一君） 先ほどの白馬さんおっしゃいましたように、何でもかんでも

これから先も町のほうで全部負担するようなことのないようにということだと思いま

す。それは全くそういうふうに思ってまして、この風呂の件については、全員協議会

の中でも皆さんと一緒にフォレスターのほうに行って、そして一緒に点検をして見て

きたところです。そのときから会社のほうとしては、いずれはそういうものをあった

ほうがいいというお話があったのですけれども、本当にそれが構造上できるのかどう

かということも一緒に見られたというふうに思ってます。本当は会社のほうとしては

どこのホテルでもそうですけれども、窓側というか津別でいけば清流の流れているパ

ークゴルフが見えるあちらのほうですね、そちらに小さな露天風呂が客室についたも

のが本当は一番望ましいというお話もされてましたけれども、ただ構造上それは全く

要求しても無理な話ですので、であればそれにかわるもの、それを最低一つあればな

ということで今回のご提案になったということで、これは多分実際に使われるように

なると人気風呂になってくるのだろうなというふうに思っています。で、殺到するこ

とによってトラブルも、もしかしたら生じるのかもしれませんけど、それはいろんな

ところで運営をしているプロの会社ですから、それは混乱は多少あってもちゃんとう

まく交通整理をしていっていただけるのだろうというふうに思いますし、また、それ

でどうしても解決できないような問題があれば、それは町も一緒にアンビックス社と

お話をさせていただくということになるかというふうに思います。これが大体のオー

プンに当たって整理してスタートできる状態なのかなと、ハードの部分では。これか

ら先の部分については、そういう大きなものというのは余り頭の中には入っていませ

んけれども、確かに今言われたような通信カラオケ等々、これはあそこに光も入るよ

うになりますので、そうするとそれを使って常時新しいものが使えるシステムがあり

ます。これは町でやるのかというと、それは営業上の問題として会社がその通信料を

払って、ＮＴＴのほうなりに払ってやるということにしていただきたいというイメー

ジは自分では持っているものですから、具体的になってくればそういう心構えでお話

をさせていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） ８番、山内彬君。 
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○８番（山内  彬君） この５６８万１，０００円の財政課長の説明で財政上の問題

だとかそういうことで町が負担せざるを得ないというふうな話、町長含めてされてい

たようなのですけど返して言うならば、前指定管理者があそこを改修したときに向こ

うの負担、町の負担含めてあったと。私から考えるのであれば、なぜ前回はそういう

ふうに負担させて今回は財政上の問題とかいろいろあるから町が負担しなきゃならな

いと、これは何と考えてもちょっと矛盾性があると。町長が約束したからやるのかな

というようにこっちも思いますけども、それあたり間違った我々に説明をされると私

もちょっとおかしいなとそういうふうに感じますので、この点をひとつお伺いしたい

と。 

 それから、宿泊者優先ということで、まあわからないでもないのですけども、町が

これだけお金をかけるということから、やはり町民にも還元されるような利用形態を

もう少し考えるべきでないかと。それは時間差を考えるとか、夜の対応は宿泊、日中

は宿泊者がいないと思われますので、それあたりを十分しかと説明する必要があるの

ではないかなと、そういうことでその点についてもお伺いをしたいとそういうふうに

思います。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（斉藤善己君） 前回の指定管理者に負担をさせてというようなご質

問というかご意見があったと思いますけども、負担させたわけではなくて前回の指定

管理者のほうから、こういったことで私のほうとしてリニューアルを行いたいという

ようなことでございまして、いろいろとそのときにもいろんな指定管理の協定ですと

か、あるいは公の施設に対する部分も含めていろんな法的な部分についていろいろと

研究をさせていただきました。今全国の自治体においても非常に財政状況が厳しいと

いうことで、そういったことも数箇所指定管理者側のほうで大規模改修をするといっ

たことについて、そういった事例もあったとこでございます。よって、正確に言いま

すと、前指定管理者のほうからの申し出があって、それに対して将来１０年間の債務

負担行為を行ったというようなことでございますので、町のこういう一つの公共財産

として担保にとったというようなことでご理解をいただきたいというふうに思ってお

ります。 
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○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） 今山内議員のほうからおっしゃられました個室風

呂の利用形態でございますが、宿泊者優先ではないかというお話でございました。宿

泊者優先といいますよりは入浴料の中で宿泊者は無料とするということでございまし

て、宿泊する方が、当然これは予約制になるわけでございまして、先ほど申し上げま

したように山内議員もおっしゃいました時間帯である程度区分けをしていくとか、そ

ういった工夫は当然されるものだというふうに思いますし、ただ、町民利用の優待等

は考えたらどうかというお話でございましたが、その部分については今後の課題とさ

せていただきたいと思いますし、ただ、その場合でも例えば障害を持たれている方だ

とか、いろんな方での利用形態というのは今後考えられますので、そういった部分が

他の施設でも同様な事案があろうかと思いますので、そこら辺を見ながらそういった

ことが実際にどうなのかという当たりも今後考える必要があるだろうというふうに思

っておりますので、新たな新設される個室風呂につきましては一定のルールを、当然

ほかの施設でもありますので、どちらが優先という形をとるわけでなく、すべてお客

さんという観点で進めていくというのがアンビックス社としての考えのようですので、

そこら辺につきましては利用形態につきましては、先ほど町長も最初はちょっと混乱

するかもしれませんけれども、そういったルールというものをきちっとしながら個室

風呂の利用に向けて進めていきたいと、このように考えております。 

○議長（鹿中順一君） ８番、山内彬君。 

○８番（山内  彬君） 財政課長の答え方は、向こうがやりたいからリニューアルを

認めて向こうに負担させたと。言葉ではそういうふうになるかもしれませんけど、今

回の件については委員会でもちょっと聞いたのですが、向こうに負担していいと言っ

たのかどうかちょっとわかりませんけれども、つくりたいからどういうふうな経過で

町が負担するようになったのか、そのいきさつについて町が言うのであれば向こうの

社の話を聞いて負担すると、そういう確約をしたのかそれあたりのちょっと話をもう

一度確かめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（斉藤善己君） 委員会のときにも先ほど１９節のお話をさせていた
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だきましたけれども、その話の中では要するに、例えば公共工事として発注する、あ

るいは民間が発注する行為でいきますと、当然ながらその建設工事に対する費用とい

ったものについては、民間工事で発注することのほうがそれは安いということの中で、

負担金事業としてできるかどうかという検討を私どもも財政法上検討をさせていただ

いたところでございます。しかしながら、非常に今の負担金の性格、あるいは補助金、

補助金については一定程度ございますけれども、補助金の部分についても一定程度補

助金等交付基準、あるいは補助金等交付規則は定められている状況の中で、それも非

常に難しいという判断に立って、そのときには例えばいろんなケースが考えられるの

ですけれども、例えば民間が工事を発注をして私どもの負担金として例えば５００万

なら５００万の予算を計上したと、あるいは工事をやることによって例えば追加工事

が発生した場合、これ率直にいいますと、これはアンビックス社のほうでもそういう

追加工事が出てきた場合については、そういったことも想定されますという話はして

おりましたけれども、お話しあいの中ではこれは町で持っていただきたいという話が

あったところです。先ほど前段申し上げましたように、そうすると公共工事で発注す

るのか、民間工事で発注するのかという問題があったとこでありますけれども、やっ

ぱり今後とも公共施設の整備として進めていくということの考え方に立ちますと、や

っぱり町が直接工事を発注することが一番すっきりするというようなことで、私ども

もそういったことで会社側のほうと協議して進めたというようなことでございますの

で、一切その会社のほうでは負担してよいという話はなくて、これは町で持っていた

だきたいと。民間が工事発注して追加工事があった場合においては、負担金で足りな

い不足する部分についてはその部分は持ってもよろしいですよという話はありました

けれども、先ほども後段に言ったような理由に基づきまして今回は町が直行工事とし

て予算を計上したということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 副町長。 

○副町長（佐藤正敏君） 今の負担の問題でありますけども、これ私が直接これは３

日の日でありますけども社長を交えた中で町長室の中で、ここの分についてはアンビ

ックスさんのほうで持っていただけないものでしょうかということで私は明確に言い

ました。その段階では、今財政課長がお話をした状況になったということでございま
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すので、この事実関係だけひとつ明らかにさせていただきたいというぐあいに思いま

す。 

それから、もう１点山内さんのほうからお話がありました前任者のああいうリニュ

ーアルどうなのだという話がございましたけども、これは私のほうで当時の部分でい

えば指定管理を募集した段階で愛生の杜からこういうことを考えてやりますという企

画が持ち込まれプレゼンテーションが行われたということでございます。そういう意

味から、今あそこ前任者がやったリニューアルで町のほうからこれをしてくれという

ような形でしたものでは全くないと、向こうのほうから明らかにこういう形で私のほ

うは指定管理を受けたいということがあったということだけは明確にお伝えをしてお

きたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） ８番、山内彬君。 

○８番（山内  彬君） 町の負担を３年間含めて相当な負担をすることになっており

ます。アンビックス社の指定管理者がどれぐらい負担するかちょっとわかりませんけ

ども、町のほうでこれぐらい負担すると、それは事前準備含めてそういうものがもし

聞いているのであればお知らせをいただきたいと。ただ、なぜ言うかというと、町だ

けの負担が目立って向こうがどのぐらい負担して営業を進めるのか、開始するのか、

それあたりわからなければ我々も住民に説明するにしても全くどうなっているかわか

らないということもお答えできませんので、どうなっているのかそれあたりちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） 具体的な金額は実は聞いておらないのでございま

すが、ただ、連日津別のこの施設の関係につきましてはアンビックス社の中で各関連

会社を集めまして宣伝、あるいは広告等を含めてやっているように聞いてございます。

今月に入りまして恐らくだと思うのですが、ちらっと聞いています部分では２０日ぐ

らいからラジオで放送をしますというようなことですとか、あとじゃらんですとかそ

ういった情報誌に掲載するのはもちろんですが、じゃらん等提携したようなこの施設

を盛り上げるための戦略をいろいろと練っているようでございます。それと、きのう

の藤原議員のほうのご質問でもございましたが、フォレスターの看板がありますので、
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これらの看板の立てかえというか表がえというのでしょうか、そういった変更等も含

めてやってございますので、前の比較でいいますと愛生の杜社自体が初期投資といい

ましょうか、そういう宣伝にかけた経費は約２００から３００ぐらいだろうというよ

うなお話を伺ったことがありますので、今度は全道規模ということになりますし、そ

の媒体からすればかなりの額になるのかなというふうに考えております。まだ金額的

なことはちょっと聞いておりませんので申し上げられませんが、今行っているいろい

ろなその活動といいましょうか、諸準備、開業にかかわるもの、そしてインターネッ

トの時代でございますので、そういったホームページの立ち上げ等を含めまして、そ

れぞれ専門の機関にプロジェクトを組んでやっているというふうに聞いておりますの

で、それらの経費等についてはまだ精算終わっているわけじゃございませんので、ど

のぐらいになるのかはっきりする数字が出てくるのがいつごろになるのかちょっとわ

かりませんけれどもそういう状況で、愛生の杜の初期投資と比べると相当数会社とし

ても力を入れているというふうに考えております。その部分が金額的なこと今申し上

げられない部分につきましては申し訳ございませんが、そういった状況にあるという

ことだけご報告させていただきます。 

○議長（鹿中順一君） 副町長。 

○副町長（佐藤正敏君） 今関連する部分でありますけれども、これ明確な数字でど

んな内訳になっているのかちょっとわかりません。これ１月の段階でアンビックスの

社長が津別に来られたときに、この津別町に投資する額ということでは、これ初期投

資ということも含めてあるのでしょうけども、それはＰＲ効果が主になるのかどうか

というのはそこまでの話はされておりませんでしたけども、おおむね２，０００万ぐ

らいは考えていますと、一応そういう当時の１月の段階でのお話はそういう話でとり

あえずは伺っております。内訳の段階はまた何も聞いておりませんけどもそういうこ

とでございます。 

○議長（鹿中順一君） 暫時休憩をします。 

 ちょっと議長からちょっと意見言わせていただきますけども、･･････多分なります

よ、団体客がドーンと２時ったらもう入るのだよ、入館して団体客がずうっと入った

ら一般客なんか入れないですよ。それはみんなヒノキの風呂はみんな入りたい。これ
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を無料にすること自体がおかしい。これ休憩の間にちょっと理事者側で検討してくだ

さい。 

まだ谷川さんも質問ありますので、今休憩に入ります。 

 

             休憩 午前１１時１１分 

             再開 午後１１時２５分 

 

○議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

 山内議員の質問に対して再答弁がありますのでこれを許します。 

 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） 入浴料に関します関係等、利用者の扱いルールに

ついて再度実態面として行っておりますアンビックス社のほうと今ちょっと確認をい

たしたところでございます。現実的には個室風呂の利用形態につきましては、結論か

ら申し上げますと日帰りだろうが宿泊者であろうがすべて予約制ということで対応を

しているということでございます。そのことによって例えば宿泊を伴う方で個室風呂

も使いたいということであれば、先に予約があったものを優先するという形をとらせ

ていただいているということで、この間ほかの施設、アンビックス社で持っておりま

すが、個室風呂に関するトラブルは今まで１件も聞いていないというお話でございま

した。つまり予約ということが一定の条件ということになろうかと思います。そうし

ていきますと、例えば一つの工夫ですが、実は特別時間帯を設けてほかの施設はやっ

ているわけではなく、すべて日帰り客も宿泊客も予約を入れてくださいと。予約優先

ということでやられているということでございます。例えば津別の場合ですと日中の

日帰り入浴の方がございますので、優先的に日中の時間帯については、これは日帰り

客を優先した予約の受け付けということも十分にできますので、形態としては日中の

部分については日帰り客優先の予約受け付けと、それ以外の時間帯を宿泊者の予約と

いうことも、そういうパターンが考えられるのではないかというお話でございました。

ただ、宿泊の方でも１泊２日ではなくて連泊という方が中にいらっしゃるということ

で、そこら辺の部分につきましても、あくまでもそれは連泊優先か日帰り優先かとい
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うことではなくて、時間を区切りながら、もしその予約の時間に予約がなければそこ

に入れるという形で、すべて予約を優先にして運用しているということでございます

ので、そういったことでご理解をいただきたいというふうに思います。また、個室浴

室の利用料の件でございますが、これは１時間当たり２，０００円という決めをして

おりまして、これにつきましては特に津別の部分につきましては宿泊客等につきまし

てこの部分については無料ということで、特にこれは社長の意向が強くございまして、

ここのお風呂につきましては料金を宿泊者についてはとらないでゆっくりとという形

のものが想定をされているということで、宿泊者につきましてはこの個室風呂の利用

につきましては無料という考えでおります。なお、先ほど申し上げましたように予約

を先に行ってということが条件でございまして、また日中の日帰り客につきましても、

一定の時間帯を設けて予約をその部分日帰り客を優先という形にするというようなル

ールも含めてやっていきたいということでございます。なお、先ほど申し上げました

ようにこういう予約制をとっているということもありまして、この間のトラブルはな

いという報告を受けておりますので補足で説明をさせていただきたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） ほかにございませんか。 

 ２番、谷川忠雄君。 

○２番（谷川忠雄君） 山内議員と重複する部分はやめまして、個室風呂の利用料の

関係なのですけども、１時間２，０００円だったら４、５人入っても結構な金額かな

と。１，０００円ぐらいがいいのかなというふうな感じもするのですけども、収支の

関係にもいろいろからむとすれば･･････ 

              （何事か言う声あり） 

だから一人で入る場合もあるでしょ。それで、例えば障害者が例えば入る場合につい

ては、若干検討の余地があるのでないかなと。障害者に優しい町というふうなことも

含めてちょっと考えられないのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） この入浴料の関係でございますが、これも第５条

全般にわたってそうなのでございますが、宿泊料、それから入浴料につきましてもこ

れあくまでも上限でございますので、今谷川議員おっしゃいましたように先ほど福祉
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的な観点でどうだこうだという部分がもし出てくるのだとすれば、それは運営会社の

ほうといいましょうかアンビックスのほうでそういった判断をいたしまして、例えば

そういったことの料金の設定ということもこれ当然出てくるように聞いております。

それと、あと１時間２，０００円の設定でございますが、例えば基本的には原則１時

間なのですけども、どうも介護だとかアンビックス社のほかの例ですが１時間ではど

うもお年寄りだとか一緒に入ると時間がかかりますので、１時間では終わらないとい

う場合もあるそうです。そうすると２時間、時間単位でいきますので２時間というこ

とになりますと４，０００円ということになりますが、そこら辺につきましてはこれ

もあくまでも上限設定でございますので、そこら辺は利用の形態にあわせたものを従

来のアンビックス社ほかの施設でも、例えば２時間に及んだ場合は幾らか引いて一定

の値段ということで、一応単位としては一応２，０００円ということで１時間単位で

すね。あと延びた場合については、また本当は別途料金ということで４，０００円と

いうことになるのですけども、実際はそうはさせていないということもちょっとお聞

きしておりますので、そこら辺の部分については一応上限ということでご理解をいた

だきまして、また福祉施策等々を含めまして利用形態の様子を見ながら、またほかの

施設でやっている状況もお聞きしながら上限設定ということでご理解をいただければ

と思います。 

○議長（鹿中順一君） ２番、谷川忠雄君。 

○２番（谷川忠雄君） 私、ずばり２，０００円かなと思ったので上限設定というこ

とで一応の理解はできましたけども、せっかくこれつくるのですから利用する人にも

やっぱり喜ばれるような利用形態をいろいろ勘案しながらアンビのほうと協議の余地

もあればその辺のお話もぜひして、みんなが喜んで利用できる施設にぜひしてほしい

ということだけ申し上げておきます。 

○議長（鹿中順一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（石橋吉伸君） まさに議員のおっしゃるとおりでございまして、

いずれにいたしましてもこういった個室風呂というのは新たな新設ということになっ

ておりまして、需要の形態、あるいは利用者の形態等、ちょっとどういうふうになっ

てくるのかほかの施設等も参考としながら、要するに利用者にとって適切なサービス
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が提供できるような利用形態というものを今後ともとらせていただきたいと思います

のでよろしくお願い申し上げます。 

○議長（鹿中順一君） ほかにございませんか。 

 質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより議案第３７号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第３８号を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（鹿中順一君） 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２８号 

○議長（鹿中順一君） 日程第１３、議案第２８号 平成２２年度津別町一般会計予

算についてから、日程第２１、議案第３６号 平成２２年度津別町上水道事業会計予

算についてまでの９件を会議規則第３７条の規定により一括議題にしたいと思います。  

これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第１３、議案第２８号 平成２２年度津別町一般会計予算につい

てから、日程第２１、議案第３６号 平成２２年度津別町上水道事業会計予算につい

てまでの９件を一括議題とすることに決定しました。 
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    ◎議案第２８号 

○議長（鹿中順一君） 日程第１３、議案第２８号 平成２２年度津別町一般会計予

算について説明を求めます。 

 企画財政課長、登壇の上説明願います。 

○企画財政課長（斉藤善己君） 〔登壇〕 議長のお許しをいただきまして、この席

より議案第２８号 平成２２年度津別町一般会計予算の説明をさせていただきたいと

思います。 

 平成２２年度の国の予算につきましては、本年１月２２日閣議決定され国会に提出

されたところであります。その後、１月２５日には、総務省自治財政局財政課から現

時点において細部にわたり確定を見るに至っていないが、地方公共団体の予算編成作

業の状況にかんがみ、現段階の平成２２年度の地方財政の見通し、予算編成上の留意

事項等について事務連絡があったところであり、この留意事項は予算編成をするに当

たってどのような本町の歳入フレームにするか目安として予算編成に当たったところ

であります。 

では、本町の平成２２年度予算編成の概要について別冊の予算に関する資料から説

明を行いたいと思いますので、予算に関する説明資料をごらんになっていただきたい

というふうに思います。１ページをお開きいただきたいと思います。平成２２年度、

本町の一般会計の予算総額は４６億６，５００万円で、対前年度比０．５％の増とな

りました。新政権における平成２２年度国の予算編成方針の基本的考え方、理念は町

政方針の財政運営の中でも述べられているとこでありますが、国の予算編成方針では、

「地域のことは地域で決める」、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、

地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心と安全を守り、地方経済を

支え地域の活力を回復させていくこととされたところであります。このため、「地域主

権改革」の第一歩として地方が自由に使える財源を増やし、地方公共団体が地方のニ

ーズに適切にこたえられるようにするため、地方の自主財源の充実、強化を図ること

とし、地方交付税総額を対前年度比１兆７３３億円増額確保されたところであります

が、平成８年度以来１５年連続として、地方交付税法の規定に該当する財源不足が生

じることとなったところであります。今年度の地方財政の歳入歳出規模は８２兆１，
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２００億円程度（前年度比０．５％程度の減）、歳出のうち公債費及び不交付団体水準

超経費を除く地方の一般歳出の規模は６６兆３，２００億円程度（前年度比０．２％

程度の増）となる見込みであります。また、平成２２年度の地方財政計画においては、

一般財源（地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債の

合計額）の総額は５９兆４，１０３億円程度（前年度比０．６％程度の増）となる見

込みであり、一般財源から不交付団体水準超経費に相当する額を控除した額は５８兆

７，６００億円程度（対前年度比１．７％増）となる見込みであります。これにより

まして地方債依存度は１６．４％（平成２１年度においては１４．３％）となる見込

みであり、交付税特別会計借入金残高を含む地方財政の平成２２年度末借入金残高は

２００兆円程度（平成２１年度末は１９８兆円程度）となる見込みであります。この

ような中で、本町の予算編成に当たっては、平成２２年度地方財政対策の概要に基づ

き、歳入を慎重に見積もりし、歳出において前年度同様一つ一つゼロから見直しを行

いながら編成作業を進めたところであります。 

１ページから２ページの歳入歳出の編成の特徴点について記述しているとこであり

ますが、詳細については予算書で説明しますので説明を省略させていただきたいと思

います。 

３ページ以降の資料につきましては、前年度と同様な形で資料を作成しております

が、主なものを説明します。 

４ページをお開きいただきたいと思います。財政状況の各種指数において、財政構

造の弾力性を測定する経常収支比率は高位水準となっており、自由度がない財政構造

となっているとこでございます。また、実質公債費比率は１４．９％と今後において

も徐々に減少傾向に進むと思われますが、この比率は今後の財政運営に当たっても、

現行の地方財政法における財政健全化の仕組みとしての地方債協議・許可制度１８％

を基準としておりますが、この基準を見据えた財政運営が必要と考えているとこでご

ざいます。 

５１ページをお開きください。このページは備荒資金組合納付金の状況の資料とな

っているとこであります。２１年度の配分金等について記載しておりませんけれども、

これについては５月末で確定をしてくるとこでございますので記載をしてございませ
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ん。 

５３ページから５５ページをお開きいただきたいと思います。１１各基金の原資現

在高及び基金充当先事業等の資料としているところであります。本年度の主要な基金

の取り崩しの状況は前年度比６．８％の減としたところでございます。 

５６ページから６５ページまでにつきましては、人件費の算定基礎、職員の定数及

び実人数、職員の配置状況についての資料を記載しているところであります。６２ペ

ージの予算編成の実人数については、前年度１３０人に対し、今年度１２８人で予算

編成を行ったところであります。 

次に、６６ページから７５ページまでにつきましては、負担金・補助金・交付金調

べを記載しております。７５ページをお開きいただきたいと思います。このページの

下段に区分集計を行っておりますので、ご参照をお願いをしたいと思います。 

次に、９８ページをお開きいただきたいと思います。一般会計における公債費年度

別償還予定表を記載しているところでありますが、平成２２年度末現在高４８億１，

９１９万３，０００円。平成２４年度末の現在高については３６億２，７８３万３，

０００円と年々償還が進むと思われるとこでございます。 

（何事かいう声あり） 

何か都合のいいところで中断してくださいということですので、これから昼から歳出

予算に入りますけれども、前段これだけにしておきたいと思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 昼食休憩とします。 

 

             休憩 午前１１時５１分 

             再開 午後 １時００分 

 

○議長（鹿中順一君） 昼食休憩を閉じ再開いたします。 

 休憩前に引き続き、予算の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（斉藤善己君） 〔登壇〕 それでは、引き続き説明を申し上げたい
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と思います。歳出予算の４３ページ以降につきまして、前年度と比較して歳出の特徴

的な点について説明させていただきたいと思います。 

４３ページをお開きいただきたいと思います。お開きの款１議会費につきましては、

前年度比４３万４，０００円の減額となっておりますが、４６ページをお開きいただ

きたいと思います。議会運営経費の９節旅費において、本年度は市町村アカデミーに

よる議会議員特別セミナー３名の費用弁償。４８ページをお開きいただきたいと思い

ます、１８節備品購入費におきまして、議場委員会用のデジタル録音機の購入を予算

計上をしたとこであります。 

次に、４９ページをお開きいただきたいと思います。款２総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費につきましては、前年度比２，６８０万１，０００円の増となってい

ます。５４ページをお開きいただきたいと思います、総務管理経費の７節賃金におい

て職員の産休代替臨時職員雇用を予算計上し、次に、５８ページをお開きいただきた

いと思います。電算化推進経費の６０ページ上段、１８節備品購入費は、主にオフィ

ス２００７ライセンスと事務用ラインプリンター等を購入する費用として増額の予算

計上をし、同ページの下段の地域情報化経費の１４節使用料及び賃借料は、テレビ難

視対策に伴う光ファイバー、北電柱・ＮＴＴ添架料、１５節工事請負費はテレビ難視

対策の基地局が役場庁舎となりますので停電対応のため設備非常用電源設置工事とし

て予算計上し、６２ページをお開きいただきたいと思います。職員研修経費の８節報

償費は今日の地方分権改革を視野に入れた職員研修の必要性から予算を計上し、９節

旅費の普通旅費につきましては、今年度は南アルプス市との職員の人事交流を休止す

ることにより減額をし、１４節使用料及び賃借料につきましては、平成２１年度職員

にＩＤＣを運行することにより国の動きや全国自治体の先進地事例を調査し職務の参

考にするため時事通信社の行政情報サービスの利用料として予算計上をしたとこでご

ざいます。次に、６５ページをお開きいただきたいと思います。目３財政管理費につ

きましては、前年度比１６２万９，０００円の減額となっています。この要因につき

ましては、現在の基金利子が低利率になることにより減額となったものであります。

この中で公共施設整備基金積立金につきましては、平成２１年１２月算定に基づいた

特定公共賃貸住宅使用料２，６２８万円と基金利子の積み立て分といたしまして２０



 ― ３９ ―

２万７，０００円の積み立てを予算計上をしたとこでございます。次に、６７ページ

をお開きいただきたいと思います。目５財産管理費につきましては、前年度比５，１

５０万７，０００円の減となっておりますが、この要因は前年度予算においてデジタ

ルテレビ中継局建設工事の完了によるものであります。６８ページをお開きいただき

たいと思います。庁舎等維持管理経費の１１節需用費の修繕料につきましては、庁舎

消防設備受信器及び感知器、議会議事堂変圧器等の取替により予算計上をしておりま

す。燃料の暖房用につきましては、特にペレットボイラー燃料使用量については、ペ

レット協同組合からの買い入れ６００トン、総体で３施設６００トンを見込み、庁舎

内のペレットボイラーの使用量を積算し、この庁舎におきましては４万２，０００キ

ログラムと庁舎ロビーのペレットストーブ用の燃料使用量を２，１００キログラムと

積算し予算を計上し、７２ページをお開きいただきたいと思います、町有建物維持管

理経費は７４ページ上段の１５節工事請負費において、豊永職員住宅屋根塗装工事５

戸分を予算計上し、同ページの町有住宅維持管理経費の１５節工事請負費は、町有住

宅屋根・外壁塗装工事の相生４戸分の予算計上、７６ページ下段の国土調査事業につ

きましては、前年度において過年度数値情報化業務としてシステム等の整備を終えま

したが、当面の間、年次データの修正等があることから１３節委託料として計上をし

たとこでございます。 

次に、７７ページをお開きいただきたいと思います。項２地域振興費、目１町営バ

ス運行費につきましては、前年度比１，２６６万５，０００円の減となっております

が、この主な要因は前年度予算で実施したバス車庫の屋根改修工事の完了と二又線の

バス運行を混乗スクールバスとして運行転換することが要因であります。８２ページ

をお開きいただきたいと思います。下段の地域公共交通会議事務経費は、現在の津別

町地域公共交通活性協議会が本年度末をもって任期満了となることから、法定の交通

会議に改変し会議経費として予算を計上したとこであります。次に、８４ページをお

開きいただきたいと思います。代替輸送確保対策事業基金積立金は、先ほど基金積立

利子の中でも言いましたように、現状の基金利息の積み立てとして予算を計上したと

こであります。次に、同ページの目２企画総務費についてでございます。前年度比６

８５万６，０００円の減となっておりますが、この要因は、第５次総合計画策定が終
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了したことによるものでありますが、８４ページの総合計画策定業務の１１節需用費

は、総合計画本編と町民に配布するダイジェスト版の印刷製本費を予算計上し、８６

ページをお開きいただきたいと思います。企画調整事務経費の１９節負担金補助及び

交付金の中のまちづくりセンター運営協議会は、４月以降に発足する運営協議会委員

の任意保険代を協議会負担金として予算計上し、次の地域振興基金積立金は前段申し

上げました基金利息を積み立てとして予算計上をするものであります。次に、目３企

画開発費につきましては、前年度比２，４４７万７，０００円の増となっております

が、８６ページ、森の健康館管理業務は新指定管理者との協定等に基づきまして、８

８ページをお開きいただきたいと思います。１３節委託料の指定管理料は、基本協定

書に基づき毎年度１，５００万円の指定管理料、町が実施する検査・保守点検費用、

１５節工事請負費の町民の森電気工事、９０ページをお開きいただきたいと思います。

上段の交付金は、町民に親しみ愛される施設となるよう利用拡大に伴う支援策として

予算計上をしたとこでございます。次の町民の森自然公園管理業務につきましては、

クリンソウ生息地周辺の整備と体制について前年度に引き続き予算計上をしたとこで

ございます。次に、９１ページをお開きいただきたいと思います。目４企画振興費に

つきましては、前年度比７７２万６，０００円の増となっておりますが、９２ページ

のふるさと定住促進事業は、新規７戸分、中古住宅４戸分を見込み予算計上を行いま

した。次に、９６ページをお開きください。地域再生チャレンジ交付金事業は、この

交付金２年目の事業といたしまして森林セラピー基地フィールド実験費用、観光人材

イベント交流事業等を主催する協議会の交付金として予算を計上したとこでございま

す。 

次の項３徴税費、目１税務総務費につきましては、前年度比２４５万２，０００円

の増額となっておりますが、１００ページをお開きいただきたいと思います。税務事

務経費の１３節委託料の北海道電子自治体共同システム構築業務において、平成２４

年度評価替え標準宅地鑑定評価業務及び国税連携共同型エルタックス審査システム構

築業務の予算計上を行い、１９節負担金補助及び交付金においては、公的年金の住民

税特別徴収に係る経由機関負担金、国税連携による住民税システム改修負担金、確定

申告支援システム改修費負担金などを予算計上したとこでございます。 
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次に、１０５ページをお開きいただきたいと思います。項５選挙費は前年度比８０

０万２，０００円の増となっておりますが、本年度は任期満了に伴い参議院議員選挙、

知事、道議会議員選挙、町長選挙、農業委員選挙の年度に当たるとこから選挙にかか

わる費用を計上したものであります。 

次に、１１７ページをお開きください。項６統計調査費、目１統計調査費は、前年

度比２７７万５，０００円の増となっておりますが、１１８ページ下段の国勢調査経

費は、今年度は調査年に当たることから、これにかかわる諸経費を予算計上しました。 

次に、１２３ページをお開きください。款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福

祉総務費につきましては、前年度比７３７万円の増となっておりますが、１２４ペー

ジ下段から１２６ページをごらんになっていただきたいと思います。民生委員経費、

民生委員推薦委員経費は本年度、一斉改選期の年に当たり、新任委員研修と推薦のた

めの委員会の回数を３回見込み予算を計上、１２６ページの中段の殉公者追悼式経費

は１５節工事請負費において、この公園の掲揚塔の塗装及び木柵整備を予算計上。次

の障害者自立支援事業経費の９節旅費は、今年度、障害区分認定更新年に当たり、認

定調査旅費の増額を予算計上し、１２８ページをお開きください。２０節扶助費の中

の更生医療においては、生活保護者の人工透析者の減、介護給付費、訓練等給付費は

自立支援給付対象者の増を推計して予算計上しました。次に、１３２ページをお開き

ください。重度心身障害者医療費助成経費の２０節扶助費は、乳幼児等医療費助成対

象者の年齢要件等が拡大することに伴い、従前の医療費に町独自の拡大分も加え予算

計上し、次の社会福祉管理経費の１３節委託料は、墓地内にある埋葬遺体発掘及び火

葬処理業務を予算計上し、１５節工事請負費は無縁有縁慰霊の碑改修工事を予算計上

し、１３４ページをお開きいただきたいと思います。社会福祉協議会助成経費は主に

社協職員の人件費９０％相当額を補助基本として予算計上し、次の国民健康保険事業

特別会計繰出金は、国保会計に繰り出しする基準に基づいて予算計上し、老人保健事

業特別会計繰出金は、医療費の精算分として予算計上し、介護保険事業特別会計は人

件費事務費の減を見込み予算計上し、１３６ページをお開きください。介護サービス

事業特別会計繰出金は、代替等の臨時職員等の経常経費の増等により予算計上をした

とこでございます。次に、１３９ページをお開きください。目５老人福祉費につきま
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しては、前年度比１０１万１，０００円の増となっておりますが、１４２ページをお

開きいただきたいと思います。老人福祉施設措置経費の１５節工事請負費において、

高栄集会所、豊美寿の家屋根改修工事を予算計上。１４６ページをお開きください。

老人福祉扶助費等の２０節扶助費において、老人バス無料乗車券は、発行実績で予算

計上、困窮世帯老人無料入浴券、寝たきり老人等介護事業は対象者を推計し予算計上、

火災警報器助成事業は、対象件数１２０件を見込み予算計上をしたとこでございます。

次に、１４８ページをお開きください。福祉寮管理経費は１５０ページをお開きいた

だきたいと思います。１３節委託料の草刈り業務は、障害者就労支援として特定非営

利活動法人美幌えくぼ福祉会に委託し、１４節使用料及び賃借料は、地域活性化・き

め細かな臨時交付金で実施する内部改修に伴い一時入居者の物品保管庫としてスーパ

ーハウス借り上げを予算計上。次に、１５２ページをお開きください。福祉寮運営経

費の１１節需用費の賄い材料費は、現在７名の入居者となっておりますが、８名分と

して予算計上をしたものであります。次に、１５３ページをお開きいただきたいと思

います。目６自治相談費につきましては、前年度比１１万９，０００円の減となって

おりますが、１５６ページをお開きいただきたいと思います。広域集会施設管理経費

の１１節需用費の文具・消耗器材は、木樋などの３施設の地域集会施設の屋根塗料代

として予算計上、次の自治会活動経費の自治会運営費は、４９自治会、２，３８７戸

の基礎数値で予算計上をしたとこでございます。次に、１５７ページをお開きくださ

い。目７交通安全推進費は、前年度比３７９万６，０００円の減となっておりますが、

１６０ページをお開きください、交通安全啓発指導経費は増額計上となっているとこ

ろであります。この要因はＪＡ共済連から交通安全指導車の寄贈を受けることから、

この関係諸経費の予算計上と１１節需用費の被服費におきまして２か年で整備する交

通指導員制服の予算計上を行ったとこでございます。次に、１６１ページをお開きく

ださい、目８後期高齢者医療費につきましては、前年度比３９５万１，０００円の増

となっておりますが、１６２ページ下段の後期高齢者医療広域連合市町村業務経費は、

広域連合に負担する療養給付費負担金として前年度比６．２％、５６７万２，０００

円の増、後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、保険基盤安定繰入金の減を見込み予

算を計上したとこでございます。次に、１６３ページをお開きください。項２児童福
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祉費、目１児童福祉総務費につきましては、前年度比５，４６２万８，０００円の増

となっておりますが、１６４ページのひとり親家庭等医療給付事業、乳幼児等医療費

助成事業の２０節扶助費の医療費は、昨日条例改正あった案件につきまして、町の助

成拡大分を含め予算計上をしたとこでございます。１６６ページをお開きください。

その他児童扶助費の２０節扶助費は、対象者推計に基づき予算計上をし、次の児童福

祉事務経費の１９節負担金補助及び交付金の療育訓練施設運営負担金は、美幌発達支

援センターの通所児童の日数及び単価の増として予算計上し、児童手当等扶助費は子

ども手当てが創設されたことに伴い、２０年１２月現在の児童数に基づき２か月分と

して予算計上をしました。１６８ページをお開きください。子ども手当等扶助費は、

児童手当被用者分から中学生分まで対象者５６５人分として１０か月分を予算計上し、

次の新生児誕生祝い品支給事業は、Ｋニット津別工場の新設に伴い、安全安心なベビ

ー服を新生児に対して祝い品を支給するため予算計上をしたとこでございます。次に、

１６９ページをお開きいただきたいと思います。目２保育所費につきましては、前年

度比９５万円の増となっておりますが、１７０ページ保育所運営経費の１３節委託料

の保育所運営業務の保育所運営は、前年度に引き続き発達遅滞児童の対応として特別

支援保育児童に対応するために予算計上し、清掃とあるのは、前年度において津別保

育所の清掃を障害者の就労支援対策に加え、今年度は活汲保育所においても特定非営

利活動法人美幌えくぼ福祉会に委託することで予算計上をしたとこでございます。 

次に、１７１ページをお開きいただきたいと思います。款４衛生費、項１保健衛生

費、目１保健衛生費につきましては、前年度比６２万７，０００円の増となっており

ますが、１７４ページの下段にあります事務組合負担金の増によるものであります。

この要因は火葬場の柩運搬車の購入等が主な要因で予算計上としたとこでございます。

次に、１７５ページをお開きください。目２予防費につきましては、前年度比１９８

万５，０００円の増となっておりますが、１７６ページの健康増進事業は、乳がん、

子宮がんの女性特有のがん検診事業といたしまして１１節需要費の印刷製本費で健診

手帳、クーポン券などの印刷製本費の予算を計上し、１３節委託料の中に女性特有の

がん検診事業を加え予算計上をし、次の母子保健推進事業は、１７８ページをお開き

いただきたいと思います。１２節役務費の健診等において、平成２１年度に比べ歯科



 ― ４４ ―

医師等の派遣手数料を増額し、１３節委託料においては、前年度に引き続き健診等業

務において妊婦健康診査を妊婦が、健診費用の心配をせずに必要な回数１４回の妊婦

健診を受けられるよう予算計上し、１８０ページをお開きください。予防接種経費の

１３節委託料において麻疹・風疹混合ワクチンなどの個別接種料と前年度に引き続き

１歳から中学生まで５７０名を対象としたインフルエンザ予防接種及び高齢者１，２

００名を対象としたインフルエンザ接種料を予算計上をしました。１８１ページをお

開きください。目３環境衛生費につきましては、前年度比７，１７１万９，０００円

の増となっておりますが、１８４ページをお開きいただきたいと思います。下水道事

業特別会計繰出金においては、資本費平準化債借り入れを実施しないことによる増、

簡易水道事業特別会計繰出金は、地方債償還開始による増に対する繰出金の増額を予

算計上しました。次に、１８３ページ、目４保健師設置費につきましては、前年度比

１５２万５，０００円の増となっておりますが、１８６ページをお開きください。保

健師活動経費において４節共済費、７節賃金で保健師の産休代替臨時保健師雇用の予

算を計上したとこでございます。 

次に、１８９ページをお開きください。項２清掃費、目１塵芥処理費につきまして

は、前年度比１，６５７万５，０００円の増となっておりますが、１９４ページをお

開きください。上段の一般廃棄物最終処分場管理経費の１８節備品購入費において水

処理棟用除湿機、薬品注入ポンプなどの購入を予算計上、次の塵芥収集経費の１３節

委託料の塵芥収集業務は、従前の町内収集運搬、粗大ごみ収集業務のほかに大空町運

搬分を予算計上。次のごみ焼却施設管理経費は、焼却施設閉鎖するまでの間、クリー

ンセンター管理委託などの経常経費を減額し、１９６ページをお開きください。１５

節工事請負費は、一定期限稼動するための低圧設備改修工事を計上し、１９節負担金

補助及び交付金は、大空町の焼却施設維持費及び施設公債費償還負担分として予算計

上。２００ページをお開きください、生ごみ処理経費の１３節委託料の生ごみ堆肥化

業務は、生ごみ搬入量といたしまして津別分２５５トン、大空町３５０トン、生ごみ

堆肥成分分析業務として津別町分３０立米、大空町分４０立米で予算計上、次のごみ

有料化経費の１１節需要費のごみ処理券は、指定ごみ袋作製費用として予算計上をし

たとこでございます。 
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次に、１９９ページ、款５労働費、項１労働費、目１労働諸費につきましては、前

年度比７，０００円の減となっておりますが、２００ページの労働対策経費の１９節

負担金補助及び交付金の通年雇用促進支援協議会負担金の減額を見込み予算計上をし

たとこでございます。 

次に、２０１ページをお開きください。款６農林業費、項１農業費、目１農業委員

会費につきましては、前年度比８万５，０００円の増となっておりますが、２０４ペ

ージをお開きください、農業委員会事務経費の９節旅費の増によるものであります。

次に、２０９ページお開きください。目３農業振興費につきましては、前年度比２億

６，５４３万１，０００円の減となっておりますが、この要因は、前年度事業の強い

農業づくり事業、地域バイオマス利活用交付金事業によるものが主な要因であります。

今年度は２１０ページ下段の地域バイオマス利活用事業の１９節負担金補助及び交付

金におきまして、津別町木質ペレット協同組合補助金を予算計上をしたとこでござい

ます。次に、２１１ページ、目４振興事業費につきましては、前年度比１５１万３，

０００円の増となっておりますが、これは２１２ページの土地改良事業事務経費にお

きまして国営農地再編整備事業の調査経費によるものであります。２１３ページをお

開きください。目５畜産業費につきましては、前年度比７９万５，０００円の減とな

っておりますが、２１４ページの町営牧野管理業務は、経常経費を実績ベースで見込

み予算を計上したとこでございます。 

次に、２２１ページをお開きください。目２林業振興費につきましては、前年度比

４７５万９，０００円の増となっておりますが、これは２２２ページの愛林のまち緑

資源を守る推進事業は、持続する森林資源を守るため、丸玉産業森づくり基金から充

当し事業を拡充するため増額予算を計上し、２２４ページをお開きください。２１世

紀北の森づくり推進事業は民有林振興対策として推進するもので、造林面積の減を見

込み予算計上し、次の林業振興対策補助費等の１９節負担金補助及び交付金の林協利

子補給は、前年度補正予算計上した従来の利子補給に加え林産工業振興基金特別融資

の利子補給を見込み、民有林振興対策費は、従来北見広域森林組合に補助していた運

営費補助については、北見市との協議で平成２１年度をもって終了し、平成２２年度

は、環境に配慮した森づくりの事業補助として予算計上。２３２ページをお開きくだ
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さい、２１世紀の森キャンプ場管理経費の１５節工事請負費は、２１世紀の森キャン

プ場の修景池木製桟橋の橋台と木製遊具の改修を見込み予算計上し、次の木質ペレッ

トストーブ導入支援事業は、環境施策とペレット普及促進するため設置者に対し１台

当たり上限２０万円の助成を予算計上し、次の木造公共施設等整備事業は、平成２２

年度に北海道森林整備加速化林業再生事業等で着工予定の仮称津別町多目的活動セン

ターの実施設計を予算計上し、次の丸玉産業森づくり基金積立金は丸玉産業株式会社

様からの寄附金１，０００万円と利息積み立てとして予算計上をしたとこでございま

す。次に、２３３ページをお開きください。目４林業構造改善費につきましては、前

年度比１６７万１，０００円の減となっておりますが、２３４ページの、その他林構

施設管理経費の１２節役務費の建物共済において、津別町ペレット製造施設分として

予算計上をしたとこでございます。２３５ページをお開きください、目６公有林費に

つきましては、前年度比５３９万３，０００円の増となっておりますが、２３６ペー

ジ町有林整備事業において、２３８ページをお開きください、下段の１３節委託料に

おいて下刈、除伐、枝打ちの保育事業、人工林、天然林間伐事業の増額を見込み予算

計上をしたとこであります。なお、本年度も季節労働者対策として枝打ち作業を実施

することで合わせて予算計上をしたとこでございます。 

次に、２３９ページをお開きください、款７商工費、項１商工費、目１商工総務費

につきましては、前年度比９４万円の増となっておりますが、２４２ページをお開き

ください、太陽光発電システム導入支援事業は、クリーンエネルギー利用で環境に優

しい町づくりを推進するため、住宅等に太陽光発電システムを設置したものに対し補

助するもので、上限額１２万円の１０基設置を見込み予算計上をしたとこでございま

す。次に、２４１ページ、目２商工振興費につきましては、前年度比９２万６，００

０円の増となっておりますが、２４４ページをお開きください。商工振興補助費等の

１９節負担金補助及び交付金の商工会事業費は、商工会創立５０周年記念事業に伴い

記念誌作成や５０周年プレミアム商品券の発行に対する助成として予算を計上したと

こでございます。次に、２４５ページをお開きください。目３観光費につきましては、

前年度比２０２万４，０００円の増となっておりますが、２５２ページをお開きくだ

さい、上段の観光イベント補助費等の１９節負担金補助及び交付金の負担金の北網地



 ― ４７ ―

域活性化協議会は、平成２２年度事業として衛星放送によるテレビ番組制作・放映事

業と、首都圏での物産ＰＲ事業が構成市町の選定事業とされたことにより予算計上し、

補助金の津別観光協会事業費は、つべつ夏まつり４０周年記念事業及びクリンソウま

つりの事業に増額予算を計上したとこであります。次に、２５１ページ目４消費者行

政推進費は、前年度比２４万９，０００円の増となっておりますが、２５２ページの

消費者行政活性化事業において啓発パンフレットの作成費用を予算計上しました。 

２５５ページをお開きください。次に、款８土木費、項１土木管理費、項２道路橋

梁費、目１道路橋梁総務費につきましては、前年度比１，１３１万７，０００円の減

となっておりますが、これは前年度において雪寒建設機械導入事業等の減が主な要因

であります。２６０ページをお開きください。今年度におきましては、除雪センター

管理経費の１５節工事請負費の除雪センター外壁改修工事を予算計上をしました。次

に、２６１ページをお開きください。目２道路橋梁維持費につきましては、前年度比

９５４万９，０００円の減となっておりますが、２６２ページの道路橋梁維持整備事

業で例年の維持工事に加え町道２７４号線路肩崩壊補修工事の予算計上、２６６ペー

ジをお開きください。道路橋梁維持管理経費の１１節需用費の光熱水費の電気料は、

前年度、道路照明灯、防犯灯の電気料として予算計上をしておりましたが、津別町街

路灯運営委員会から会員の減少等の理由により組合の存続は厳しいので町費負担で維

持管理の要望があったことから、街路灯分も含め予算計上をしたとこでございます。

次に、２６５ページをお開きください。目３道路橋梁新設改良費につきましては、前

年度比４，４５８万９，０００円の増となっておりますが、これは２６８ページをお

開きください、町道整備事業の１３節委託料において、町道整備測量設計業務、町道

６２号線用地確定測量業務、橋梁長寿命化点検業務は、前年度に引き続き橋梁長寿命

化点検業務について予算計上し、１５節工事請負費は、町道５１線、町道６９号線、

町道６２号線改良舗装工事等を予算計上、１７節公有財産購入費は、町道６２号線用

地買収費として受益者２名の４０平方メートルを購入する費用として予算計上。２７

０ページをお開きください、２２節補償補填及び賠償金の移転補償は、町道６２号線

の物置、庭木等の支障物件補償として予算を計上したとこでございます。 

次の２６９ページの項３河川費、目１河川総務費につきましては、前年度比１万３，
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０００円の増となっておりますが、２７０ページの河川維持管理経費の１３節委託料

の樋門管理業務は、網走川の北海道管理河川の樋門定期点検の管理としてこの地域に

委託することで予算計上をいたしました。 

次に、２７１ページをお開きください。項４住宅費、目１住宅管理につきましては、

前年度比２，１６９万７，０００円の減となっておりますが、２７４ページをお開き

ください。町営住宅整備事業の１５節工事請負費は、本年度から順次改修する豊永団

地屋根・外壁張替改修工事を予算計上し、２７６ページをお開きください。住宅政策

事務経費は、１３節委託料の町営住宅等町寿命化計画策定業務は、住宅改善、用途廃

止等の計画をこの計画に盛り込むことによって国の補助事業に該当をすることから予

算を計上したとこでございます。次に、２７５ページ、目２住宅建設費につきまして

は、前年度比１億９，４５１万５，０００円の増となっておりますが、２７８ページ

をお開きください。まちなか団地建設整備事業の１３節委託料は、Ⅰ工区、Ⅱ工区の

設計調査業務を予算計上し、１５節工事請負費はⅠ工区の外構工事、Ⅱ工区の既存建

物解体工事を、１７節公有財産購入費は、プロポーザル方式で選定されるⅠ工区の買

い取り事業を予算計上しました。 

次に、２７７ページの款９消防費、項１消防費、目１消防総務費につきましては、

前年度比２，４９０万５，０００円の増となっておりますが、２７８ページの事務組

合負担金の美幌・津別広域事務組合津別消防費は、主なものとして職員共済費、退職

手当組合の増、共通経費は、美幌町との通信司令業務共同運用に伴う増を見込み予算

計上をしたとこでございます。次の目２災害対策費につきましては、前年度比１２万

１，０００円の増となっておりますが、２８０ページをお開きいただきたいと思いま

す。防災対策経費の１３節委託料の災害即時処理業務といたしまして、岩富地域にお

けるポンプ配置訓練委託として予算計上し、１４節使用料及び賃借料は網走開発建設

部光ファイバーによる河川情報の防災情報共有のための北電柱供架料として予算計上

をしたとこでございます。 

次に、２８１ページをお開きください。款１０教育費、項１教育総務費、目１事務

局費につきましては、前年度比４５４万９，０００円の減となっていますが、２８４

ページをお開きください。就園奨励費は、入園世帯の所得税課税区分の算定により予
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算計上し、２８６ページをお開きください。教育委員会事務局経費の４節共済費、７

節賃金は、津別小学校少人数学級の臨時教員２名採用の費用として予算計上し、次の

津別高校振興対策事業は補助金において津別高校生の確保対策として予算計上し、２

８８ページをお開きください。上段の交付金の津別高校振興対策協議会は、前年度同

様に特別支援時間講師費用も加え予算計上をしたとこでございます。次に、２８７ペ

ージの目３義務教育振興費につきましては、前年度比２５５万４，０００円の増とな

っておりますが、２９０ページをお開きください。義務教育振興事務経費の１９節負

担金補助及び交付金の負担金の特学振興会等は、特別支援対象生徒数の増により増額

予算計上し、教職員研修等は、特別支援町内合同研修費に新たに乳幼児作業療法研究

会経費や特別支援専門家講師の研修会を含め予算計上し、交付金においては、活汲小

中学校林分収金を予算計上をしたとこでございます。 

次に、２９１ページをお開きください。項２小学校費、目１学校管理費につきまし

ては、前年度比３３１万３，０００円の増となっておりますが、２９４ページをお開

きください。小学校施設整備事業は、津別小学校給湯設備工事を予算計上し、次の小

学校施設管理経費は１１節需用費の消耗品費の施設管理料として主に教職員住宅の住

宅火災警報器、活汲小学校教室用カーテンを計上し、修繕料の施設営繕は、主に津別

町小学校高圧区分開閉器、電気暖房電磁接触器、生徒玄関修繕を計上し、２９８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。１３節委託料の清掃等においては清掃委託のほ

かに本岐小学校体育館ウレタン塗装を計上し、１５節工事請負費は、豊永教員住宅屋

根塗装工事を計上し、１８節備品購入費は、津別小学校屋外放送設備ほか、本岐小学

校は、屋外ワンタッチアルミテント、デジタルムービーほか、活汲小学校は、グラン

ドベンチ、トランペットスピーカーほかを予算計上をしたとこでございます。次に、

３０１ページをお開きいただきたいと思います、目２教育振興費につきましては、前

年度比１１６万３，０００円の増となっているところであります。３０２ページの教

材・備品等購入経費の１８節備品購入費の理科教材は、新学習指導要領移行に伴い実

験用具等の購入の予算を計上しました。次の就学援助費の２０節扶助費の特別支援教

育就学奨励費として新たに予算計上し、３０４ページをお開きください。その他小学

校教育振興経費の８節報償費、９節旅費、１１節需用費の文具・消耗器材は、前年度
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に引き続き木育授業と新たに理科特別授業の専門講師の費用等を予算計上いたしまし

た。 

次に、３０５ページをお開きください。項３中学校費、目１学校管理費につきまし

ては、前年度比１，１３７万６，０００円の増となっておりますが、３０６ページの

中学校施設整備事業は、津別中学校木部外壁部分の塗装工事と障害生徒対応のグラン

ドスロープの整備、教員住宅浴室改修工事を予算計上し、３０８ページをお開きにな

ってください。中学校施設管理経費の１１節需用費の施設管理料で教員住宅火災警報

器を予算計上し、修繕料は、活汲小中学校廊下補修、温風暖房制御版取かえ、屋外水

のみ場を改修を予算計上。３１０ページをお開きください。１３節委託料の清掃等で

活汲小中学校体育館ウレタン塗装を予算計上、１５節工事請負費は豊永教員住宅屋根

塗装工事を予算計上。３１２ページをお開きください。１８節備品購入費は、津別中

学校裁断機、移動式ホワイトボード、屋外放送設備購入を見込み、次のスクールバス

経費の１３節委託料に二又方面、沼沢方面のスクールバス委託料を予算計上しました。

次に、３１３ページをお開きください。項３中学校費、目２教育振興費につきまして

は、前年度比１０万５，０００円の減となっておりますが、３１４ページの教材・備

品等購入経費の１８節備品購入費の理科教材において、これも小学校費と同様の購入

を予算計上し、３１６ページをお開きください。就学援助費の２０節扶助費の特別支

援教育就学奨励費は、小学校費と同様に対象生徒を見込み予算計上。次のその他中学

校教育振興経費は、前年度に引き続き木育授業実施のために予算を計上したところで

ございます。 

次に、３２３ページをお開きください。項４社会教育費、目２社会教育振興費につ

きましては、前年度比５０７万２，０００円の増となっておりますが、３２４ページ

の少年期振興経費の１９節負担金補助及び交付金の船橋市・南アルプス市・青少年交

流実行委員会に対する負担金が前年度より増額しておりますが、本年度は派遣年であ

ることと船橋ポートライオンズ野球クラブと斜網郡下１２校の選抜チームとの交流試

合の費用を予算を計上。３２６ページをお開きください。補助金の少年活動費は、子

ども会育成連絡協議会におきまして、日本生命財団にラフティングボードを購入助成

申請をする条件といたしまして、町の助成も必要となることから前年度より増額予算
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を計上したとこでございます。次の青年期振興経費、１９節負担金補助及び交付金の

青少年海外研修事業は、前年同額を予算計上し、３２８ページをお開きください。芸

術文化振興経費の１９節負担金補助及び交付金の負担金、日本フィルセミナー・コン

サート事業は、前年度予算額に本年度は１５周年に当たり記念事業として増額予算を

計上し、次の図書室経費は、３３０ページをお開きください。１４節使用料及び賃借

料は、図書室パソコンシステム装置の機種変更等により増額を予算を計上。３３２ペ

ージをお開きください。社会教育事業経費の８節報償費は、従来の社会教育講座に加

え広島原爆センターから講師を招聘し、平和教育講座分を予算計上。３３４ページを

お開きください。放課後児童クラブ経費は、児童の利用者増加に伴い７節賃金の増額

を予算計上しました。次に、３３５ページをお開きください。目３会館管理費につき

ましては、前年度比１，７６１万５，０００円の増となっておりますが、３３６ペー

ジの公民館管理経費の１１節需用費の燃料費の増額は、暖房用ペレット燃料使用料を

１２万６，４８０キログラムと見込み予算計上。３４０ページをお開きください、１

８節備品購入費は、ポスタープリンターの更新を見込み予算計上。次の生活改善セン

ター管理経費の１１節需用費の暖房用燃料は、平成２１年度に地域活性化経済危機対

策臨時交付金で実施しました内部改修に伴い、Ａ重油ボイラーからＦＦストーブに変

更したことに伴い減額の予算を計上し、３４２ページをお開きください。１８節備品

購入費は、改善センター内部改修の完了に伴い、舞台幕の購入を予算計上。３４６ペ

ージをお開きください。児童館管理経費の１５節工事請負費は、児童館内部改修工事

の予算を計上したとこでございます。 

次に、３４５ページ、項５保健体育費、目１保健体育総務費につきましては、前年

度比８８万２，０００円の増となっておりますが、３５２ページをお開きください。

スポーツ合宿誘致事業の増額は、夏の合宿誘致強化対策に伴い予算を増額計上いたし

ました。次の目２体育施設費につきましては、前年度比４０万２，０００円の増とな

っておりますが、３５２ページの多目的運動公園管理経費の１１節需用費の施設管理

用は、パークゴルフ場ティー台ゴムチップマットの購入を予算計上。３５４ページを

お開きください。１５節工事請負費は、鉄棒設置工事を見込み予算計上。次の温水プ

ール管理経費の１１節需用費の暖房用燃料は、ペレット燃料を８万６，８３０キログ
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ラムの使用を見込み増額の予算計上。３６０ページをお開きください。運動広場管理

経費は、１５節工事請負費で野球場外野フェンス塗装工事を予算計上。３７０ページ

をお開きください、トレーニングセンター管理経費の７節賃金は、スポーツ合宿期間

中、職員の対応が手狭になるため、日直の臨時賃金を予算計上。１１節需用費の暖房

用燃料は、ペレット燃料使用量を５万４，１９０キログラム見込み予算計上。３７２

ページをお開きください。１８節備品購入費は、エバーマット購入費を予算計上した

とこでございます。次に、３７３ページをお開きください。目３学校保健費につきま

しては、前年度比５０万９，０００円の増となっておりますが、３７６ページをお開

きください。学校保健用消耗品・備品等経費の１１節需用費の施設管理用で、活汲小

中学校保健室用天井間仕切りカーテンを見込み、修繕料の保健衛生器材は、車椅子座

幅拡張修繕として見込み、医薬材料費は、インフルエンザ対策用として予算計上をし

ました。次に、３７７ページをお開きください。目４学校給食費につきましては、前

年度比６４５万３，０００円の減となっておりますが、３８０ページ、学校給食食材

経費では、前年に引き続きオーガニック牛乳を週１回実施することで予算計上を行い

ました。 

次に、３８５ページをお開きください。款１２公債費、項１公債費、目１元金です

が、主に通常の償還完了により９，８６７万３，０００円の減額となり、次の目２利

子におきましても、これに連動して９５８万４，０００円の減額となるものでありま

す。 

次に、３８９ページから３９０ページをお開きください。給与費明細書を記載して

るとこであります。今年度の給与費については、一般会計の教育長を含む一般職でみ

ますと、給料職員手当で２，６６２万３，０００円の減となっているものの、前年度

９月改定の共済費負担金率をもって増額で予算計上をし、前年度比１，１６２万２，

０００円増となっているところであります。本年度においても９月ごろに負担金率の

改定が予定されているとこでございます。 

それでは、１１ページの歳入にお戻りになっていただきたいと思います。款１町税、

項１町民税、目１個人ですが、前年度比２４７万円の減となっていますが、均等割に

おいて、前年度の納税義務者２，４８２人に減少率を乗じて算定し、徴収率９８．５％
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の７３３万４，０００円を計上しました。所得割においては、各層所得割の前年実績

における算定を行う中で、住宅借入金等特別控除を行い徴収率９８．５％の１億８，

４０８万５，０００円を計上をしたとこであります。なお、所得割の算定に当たって

は、農業所得においては、前年度実績額から同程度を見込み、給与所得においては４％

の減、営業所得は８％の減として算定をしたとこでございます。次に目２法人ですが、

前年度比７８万６，０００円の減となっておりますが、均等割において、法人の新設

により増、法人の廃止による減などを見込み、１３６社、前年度１４６社の１，１２

１万４，０００円、法人税割については、今日の経済の状況を勘案し、企業収益の減

少を見込み３５８万５，０００円を計上しました。次に、項２固定資産税、目１固定

資産税につきましては、前年度比４７４万２，０００円の減となっておりますが、土

地については税額見込みを４，００７万４，０００円に徴収率９８．５％を乗じ３，

９４７万３，０００円を見込み、家屋については、税額見込み１億５，４７９万６，

０００円に新築軽減、過疎減免を減額し、徴収率に乗じて１億３，４０４万１，００

０円を見込み、償却資産については、税額見込み１億２，１０１万５，０００円に対

し過疎減免を減額し７，３０２万１，０００円を計上したとこでございます。次に、

目２国有資産等所在市町村交付金につきましては、北海道森林財務局、北海道資産の

森林、土地、家屋の資産に基づいて７７３万６，０００円を計上しました。次に、１

３ページをお開きください。項３軽自動車税の増につきましては、軽自動車台数の増

を見込み、前年度比３５万６，０００円の増の１，０１７万円を計上しました。次に、

項４町たばこ税の減につきましては、消費本数の減少傾向に勘案し減収を見込み２，

７１８万１，０００円を計上しました。次に、項５入湯税の増につきましては、新指

定管理者の事業収支計画に基づいて、泊り８，４００人、日帰り入浴客１万８，００

０人の見込みに対して２００万円ちょうどの予算を計上いたしました。 

○議長（鹿中順一君） 暫時休憩します。 

 

             休憩 午後 １時５７分 

             再開 午後 ２時１２分 
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○議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

 休憩前に引き続き予算の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（斉藤善己君） 〔登壇〕 引き続き、説明を行いたいと思います。

次に、款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税につきましては、平成２１年度から道

路特定財源の一般財源化に伴う法改正により、地方道路譲与税の名称を地方揮発油譲

与税に改められたものでありますけれども、平成２２年度から地方道路譲与税がこの

揮発油譲与税に含まれることになりました。そこで算定に当たりましては、従来の道

路延長を面積を基準として算定されることになりますけれども、算定に当たりまして

は、財政課長内かんの類似項では、１５７．４％という伸び率になっているとこでご

ざいますけれども、普通交付税算定の基準財政収入額と比較検討をいたしまして、交

付税算定では２，２５４万８，０００円というふうになるとこであります。よって、

前年度決算２，３００万円の９０％を乗じ、この揮発油譲与税については２，０００

万円で計上をしたとこでございます。次に、項２の自動車重量譲与税につきましては、

これは自動車重量税法によって徴収した税額の４分の１が市町村に譲与されるもので

ありますけれども、２１年度決算見込み額７，００７万円に財政課長内かんの留意事

項９３．６％を乗じまして６，５００万円で計上をしたとこでございます。 

次に、款３の利子割交付金につきましては、これについても財政課長内かんの留意

事項では１３１％の伸び率となっておりますけれども、平成２１年度の決算見込み額

２１２万５，０００円に対して前年度同額の２００万円として計上をしたとこでござ

います。 

次に、１５ページをお開きいただきたいと思います、款４配当割交付金につきまし

ては、これにつきましても平成２１年度の決算見込み額３８万３，０００円に、財政

課長内かんの留意事項３４％を乗じまして１０万円として計上をしたとこでございま

す。 

次に、款５の株式等譲渡所得割交付金につきましては、平成２１年度の決算見込み

額５００万円に対しまして財政課長内かんの留意事項２３．１％を乗じまして１０万

円として計上をしたものであります。 
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次に、款６の地方消費税交付金につきましては、平成２１年度の決算見込み額６，

３６２万５，０００円に財政課長内かんの留意事項の８９％を乗じまして５，６００

万円で計上をしたものであります。 

次に、款７の自動車取得税交付金につきましては、これについても平成２１年度か

ら道路特定財源の一般財源化に伴う法改正によりまして平成２１年度の決算見込み額

１，９４４万４，０００円に財政課長内かんの留意事項９３％を乗じた場合１，８０

０万程度になるとこでございますけれども、普通交付税基準財政収入額の数値を用い

まして１，６００万円で計上をしたところでございます。 

次に、款８地方特例交付金、項１地方特例交付金、目１地方特例交付金につきまし

ては、児童手当分といたしまして平成１８年度、平成１９年度における制度拡充分に

伴う地方負担額措置分として平成２１年度実績額２２６万８，０００円と、拡充分４

９万１，０００円、それから公務員の役場職員の子ども手当て分といたしまして２９

５万７，０００円、住宅借入金等税額控除における個人住民税の減収額５３万１，０

００円、平成２１年度税制改正における自動車関係諸税の減税が市町村財政に与える

影響が大きいことを踏まえ、平成２１年度から平成２３年度までの間、自動車取得税

交付金の減収の一部を補てんといたしまして、平成２１年度実績３１４万８，０００

円の８０％を乗じまして、２５１万８，０００円の計といたしまして、８７０万円を

予算計上をしたとこでございます。 

次に、款９の地方交付税でございます。本年度の予算の歳入全体の５７％を占める

中核をなす財源であります。本町のように国から交付される財源で会計を賄っている

自治体にとって交付税の算定に当たりましては、平成２２年度の地方財政対策の概要、

財政課長内かんの留意事項に基づき慎重に積算をしたところであります。そこで、地

方交付税を国の発表どおり前年度比６．８％増として単純に見積もると、財政力指数

が弱い交付税依存度の高い団体では過剰な見込みとなることから、私ども財政当局と

いたしましては、平成２２年度地方財政対策概要の地方財源の確保数値を参考として

算定したとこであります。これによりますと、一般財源総額は、前年度比０．６％、

水準超経費を除く一般財源が今年度１．７％の増の指数に基づいて、１月に示されま

した総務省財政課長内かんの留意事項に基づいて本町の減額要因、特に公債費が減少
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している、あるいは児童生徒が減少している、そういった要因を加味をいたしまして

基準財政需要額、基準財政収入額を算定し予算を計上したところでございます。基準

財政需要額につきましては、個別算定経費において、前年度比５．８％の増、地方再

生対策費は前年度同額、公債費については、前年度比７．６％の減、包括算定経費は、

前年度比５．７％の減、前年度の地域雇用創出特例費が廃止され、新たに雇用対策・

地域資源活用臨時特例費が創設をされ、臨時財政対策債振替相当額は、前年度比は６

４．６％までの増を見込まれるとこでございますけれども、基準財政需要額は、総額

３１億５，６００万程度と、前年度比２．４％の減ということで見込んだものであり

ます。それと基準財政収入額につきましては前年度比９．０％の減の５億３，４００

万程度を見込み、前年度交付基準額２６億２，０００万程度と算定をしたとこでござ

います。よって、予算額については２５億５，０００万としてございますので、大体

７，２００万程度の留保財源ということで予算計上をしたとこでございます。これに

つきましては、交付税の決定については６月ごろとなるところでございますので、そ

ういったことでご理解をいただきたいというふうに思っております。特別交付税につ

きましては、交付税総額の６％となっておりますけれども、特殊要因がない限り災害

などで他地域に回る可能性があることから、特別交付税については前年度同額として

予算を計上したとこでございます。 

次に、１７ページをお開きいただきたいと思います。款１０交通安全対策特別交付

金につきましては、これは道路交通法違反による反則金を財源といたしまして、交通

安全施設整備のための財源措置を市町村に対して行われるものでありますけれども、

算定に当たりましては総務省の概算要求３．３％の減となっていましたので、前年度

比から比較をいたしまして１１９万７，０００円として予算を計上したとこでござい

ます。 

次に、款１１分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金につきましては、

前年度比２５１万円の増となっておりますが、老人福祉施設入所者徴収金は、養護老

人ホーム本人徴収分として４人、前年度は６人、扶養義務者徴収金、２人として結果

減額を見込み、へき地保育所保育料は、入所者７４人を見込み増額予算を計上したと

こでございます。次の目２衛生費負担金については、大空町からの生ごみ搬入負担金
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として増額計上をしたものでありますが、内容は生ごみ処理費として大空町分の３５

０トン、５７３万３，０００円、償還負担分、分析委託分、ふるい委託分といたしま

して５９万５，０００円として予算を計上をしたとこでございます。 

次に、款１２の使用料及び手数料、項１使用料、目１総務使用料につきましては、

前年度比３７８万８，０００円の減となっておりますが、これは主に町営バス運賃収

入において、利用者の減を見込んだことによるものであります。１９ページをお開き

いただきたいと思います。次に、目２の民生使用料につきましては、前年度比１８８

万６，０００円の減となっておりますが、老人福祉寮使用料において、前年度１２人

で予算を計上しましたけれども、本年度８人として算定したことによるものでありま

す。次に、目３衛生使用料につきましては、前年度比５６万２，０００円の減となっ

ておりますが、主に公衆浴場使用料において、前年度実績に基づき算定したことによ

るものであります。次に、目４農林業使用料につきましては、前年度比９４万９，０

００円の減となっておりますが、畜産使用料において前年度実績に基づいた算定した

ことによるものであります。次に、目５土木使用料につきましては、前年度比２７万

４，０００円の増となっておりますが、土木使用料においては、道路使用料において

ＮＴＴ電話柱・北電柱の占有料の増、住宅使用料においては、町営住宅使用料は２５

１戸、特定公共賃貸住宅使用料は、７４戸で、平成２１年度１２月分の入居状況に町

営住宅家賃実績を勘案し予算を計上したとこでございます。次に、目６教育使用料に

つきましては、前年比８９万２，０００円の減となっておりますが、平成２０年度の

実績ベースで計上したことによります。次に、２１ページをお開きください。項２手

数料、目１総務手数料につきましても、前年度実績に基づき前年度比１８万３，００

０円の減として予算を計上したとこでございます。次に、項２手数料、目２衛生手数

料につきましては、前年度比１１０万４，０００円の減となっておりますが、これに

つきましては、し尿収集・ごみ処理手数料の減が主な要因として計上をしたとこでご

ざいます。 

次に、２３ページをお開きいただきたいと思います。款１３国庫支出金、項１国庫

負担金、目１民生費国庫負担金につきましては、前年比３，８３５万３，０００円の

増となっていますが、これは介護給付費・訓練等給付事業費の増によるものと、子ど



 ― ５８ ―

も手当ての創設に伴い、１億２，５６１万円の予算を計上したとこでございます。ま

た、保険基盤安定分（支援分）は、対象保険料４７０万４，０００円を見込み国負担

率２分の１を乗じて予算計上したとこであります。なお、子ども手当ての国負担率は、

子ども手当て被用者分で１３分の１１、非被用者分で３９分の１９、被用者及び非被

用者分小学校終了前特例給付では給付の１子、２子は３９分の２９、３子は３９分の

１９、中学生分は１０分の１０となっているとこでございます。次に、項２の国庫補

助金、目１総務費国庫補助金については前年度比２，９２６万７，０００円の減とな

っておりますが、今年度は地域住宅交付金として新ふるさと定住促進事業として予算

計上をしたとこでございます。次に、目２民生費国庫補助金につきましては、前年度

比３２万３，０００円の減となっておりますが、これは主に地域生活支援事業費の歳

出減によることが主な要因であります。なお、障害区分、歳出で申し上げました障害

区分認定等事務費は、本年度はその旅費の分について補助をこの中で見込んでいると

こでございます。次に、目３衛生費国庫補助金については、歳出で説明した女性特有

のがん検診推進事業として２分の１として予算計上をしたとこでございます。次に、

２５ページをお開きいただきたいと思います。目４農林業費国庫補助金につきまして

は、地域住宅交付金として住宅に設置する木質ペレットストーブ導入支援事業に対し

て予算を計上したとこでございます。次の目５商工費国庫補助金については、太陽光

発電システム導入支援事業に対して、補助分として予算を計上したとこでございます。

次の目６土木費国庫補助金につきましては、前年度比６，９８８万６，０００円の増

となっておりますが、歳出で説明しましたまちなか団地建設事業と豊永団地屋根・外

壁張替工事、町営住宅等町寿命化計画策定業務に地域住宅交付金の補助率を１００分

の４５を乗じて９，３１９万８，０００円の予算を計上したとこでございます。なお、

国庫補助金関係の中で今地域住宅交付金の歳入予算を計上させていただきましたけれ

ども、今国会において地方公共団体が行う社会資本整備、道路・まちづくり・下水道・

住宅などについて、これまで個別補助金を原則廃止し、基幹事業の実施のほか、これ

と合わせて関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一層高めるための事業を一体的

に支援するため、地方公共団体にとって自由度の高い（仮称）社会資本整備総合交付

金を創設するとされているところであります。しかしながら、この交付金は、この予
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算編成の現段階において詳細が判明していないことから、現行制度の地域住宅交付金

として予算編成をしたとこであります。このため詳細が判明し予算区分等の変更が生

じた場合については、次期いずれかの議会で補正予算を計上したいというふうに思い

ます。次の目７教育費国庫補助金につきましては、前年度比３０万１，０００円の減

となっておりますが、主な要因は、就園奨励費歳出予算の補助基本額の減によるもの

であります。次の項３国庫委託金、総務費国庫委託金につきましては、前年度比７９

万８，０００円の増となっておりますが、参議院議員選挙費が主な要因であります。

次の目２民生費国庫委託金につきましては、前年度比８８万９，０００円の増となっ

ておりますが、基礎年金事務費を前年度実績額で計上し子ども手当て取り扱い交付金

については交付基準に基づいて予算計上をしたとこでございます。 

次に、款１４道支出金、項１道負担金、目１民生費道負担金につきましては、前年

度比４万２，０００円の増となっているところでありますが、これの主なものは、目

１民生費国庫負担金で説明した内容に基づいて予算計上をしたものであります。また、

保険基盤安定分（軽減・支援分）は、軽減分保険料２，３７８万４，０００円、支援

分４７０万４，０００円を見込み道負担率４分の１を乗じて予算を計上したとこであ

ります。なお、子ども手当ての道負担率は、子ども手当て被用者分で１３分の１、非

被用者分で３９分の１０、被用者及び被用者分小学校修了前特例給付１子、２子は３

９分の５、３子は３９分の１０となっているとこでございます。次に、２７ページを

お開きください。目２保険基盤安定拠出金につきましては、前年度比１０３万１，０

００円の減となっておりますが、これにつきましては後期高齢者医療保険料２，３４

７万を見込み４分の３を乗じて予算計上をしたとこであります。次に、項２道補助金、

目１総務費道補助金につきましては、前年度比５８４万９，０００円の増となってい

るとこでありますが、これは主に２年目事業としての地域再生チャレンジ交付金と微

量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業が主な要因であります。この微量ＰＣＢ汚染

廃電気機器等把握支援事業については、歳出予算に計上しておりますけれども本町の

各施設の管理１０施設で、この１３節委託料で計上をしております。その１０施設で

変圧器が２２台ありますので、１台に対して上減額１万５，０００円を乗じまして予

算を計上をしたとこでございます。次に、項２の道補助金、目２の民生費道補助金に
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つきましては前年度比２２６万４，０００円の増となっているとこでございますが、

重度心身障害者医療給付費助成事業の医療費の増額と障害者自立支援対策推進事業は、

主に北海道が障害者自立支援対策臨時特例基金を創設し、事業者の運営の安定化や新

法等への移行等のための円滑な事業実施を行うもので、障害者及び障害児が自立した

日常生活又は社会生活を営むことのできるよう支援補助として予算を計上したとこで

ございます。次に、２９ページをお開きください。項２道補助金、目３衛生費道補助

金につきましては、前年度比２４万３，０００円の増となっているところであります

が、健康増進法に規定されている事業に対する補助と妊婦健康診査受診の５回を超え

る分の補助として予算を計上をしたとこでございます。次の目４農林業費道補助金に

つきましては、前年度比１億４，８４１万円と減となっていますが、これは前年度や

った木質バイオマス製造施設整備等の交付金が大きな要因でございます。次の目５商

工費道補助金については消費者に関する啓発用パンフレット購入に対する補助として

予算を計上したとこであります。次の目６教育費道補助金については前年度比１１４

万６，０００円の増となっておりますが、これは放課後子どもプラン推進事業は、運

営委員会経費及び教室運営経費の補助対象経費に３分の２の補助率を乗じて算定し５

２３万５，０００円を計上、放課後児童健全育成事業補助は、クラブ運営費の補助基

本額は、平成２１年度１６３万円の補助基準額に対し、本年度１８８万５，０００円

に改正となることから増額の予算を計上をしたとこでございます。なお、この放課後

子どもプランに関して文部科学省の補助と厚生労働省からの補助がございますが、特

に、文部科学省の補助については一般的に３分の１、道が３分の１を上乗せをすると

いう補助でありますけれども、道の財政状況が逼迫してるという情報も入りまして、

この時点での予算編成は従前の予算編成をしたことについて追記して説明をしておき

たいというふうに思います。それから、理科教育設備整備費等補助金は、小学校費と

中学校費の理科教育整備に対して２分の１の補助率で計上をし、３２ページをお開き

いただきたいと思いますが、特別支援教育就学奨励費補助金につきましては小学校費

と中学校費の特別支援就学支援に対して２分の１の補助率で計上をしたとこでござい

ます。３１ページ、項３道委託金、目１総務費道委託金につきましては、前年度比４

９７万円の増となっておりますが、これは、本年度知事・道議会議員選挙と国政調査
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の歳入を見込み予算を計上したとこでございます。次の目２土木費道委託金について

は、前年度比１１万７，０００円の増額となっておりますが、歳出でありました河川

の樋門管理業務の委託に対して河川道委託金といたしまして点検料と事務費に対して

予算計上をされたとこでございます。 

次の款１５財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入において、前年度比７

９万４，０００円の増となっておりますが、町有住宅等貸付料の実績に基づいて増額

予算を計上したとこでございます。次の款１５財産収入、項１財産運用収入、目２利

子及び配当金において、前年度比３１２万７，０００円の減となっておりますが、歳

出で説明しました各基金の利息の収入減として予算計上をしたとこでございます。次

に、３３ページをお開きいただきたいと思います、項２財産売払収入、目１生産品売

払収入ですが、前年度比１，２２７万円の増となっておりますが、今年度の町有林素

材売払収入は、素材売払収入で１，３３４万円、立木売払収入で１，７７４万８，０

００円、活汲小中部分林立木売払収入で２３０万円として予算を計上をしたとこであ

ります。 

次の款１６の寄附金は農林業寄附金において、本年度においても丸玉産業株式会社

様からの寄附金を計上をしてございます。 

次の款１７繰入金、項１基金繰入金につきましては、前年度比１，１８７万６，０

００円の減となっておりますが、財政調整基金繰入金は一般財源不足分として２１９

万円、代替輸送確保対策事業基金の長期運用のため相生・津別間赤字分の２分の１と

して１，５７０万９，０００円、下水道資本費平準化債借り入れ実施しないことによ

る普通交付税措置を除いた３，２６５万円の５，０５４万９，０００円を充当し、３

６ページをお開きいただきたいと思います、公共施設等整備基金繰入金は、高栄集会

場屋根改修、豊美寿の家屋根改修、除雪センター外壁改修、児童館内装等改修に充当

し、代替輸送確保対策事業基金繰入金は、先ほど財政調整基金でお話をしました相生

線運賃収入から相生線支出経費を差し引いた不足分を３，１４１万７，０００円とし

て見積もり、その２分の１の１，５７０万８，０００円を充当をしたものであります。

地域振興基金繰入金は、ふるさと定住促進事業、人づくり研修事業、青少年海外研修

事業、地域医療維持対策事業、それと町民の森自然公園管理指定寄附を充当をしたも
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のであります。ふるさとつべつ応援基金繰入金は、ふるさと納税制度でご寄附をいた

だいた一部につきまして、この基金条例の使途内容の観光の振興に関する事業、未来

を担う子どもの教育・健全育成に関する事業に充当をいたします。福祉基金繰入金は、

要援護高齢者支援事業、敬老に係る経費、介護サービス支援事業、老人世帯除雪、特

養・デイテレビ購入の指定寄附を充当し、丸玉産業森づくり基金繰入金は愛林のまち

緑資源を守る推進事業に充当をしたとこでございます。 

次に、３７ページをお開きください。款１９諸収入、項４受託事業収入、目２農林

業受託事業収入につきましては、前年度比３０９万９，０００円の増額となっており

ますが、主に農業費受託事業収入の歳出で説明しました国有農地再編整備事業調査受

託事業によるものであります。次に、３７ページ下段の項５雑入、目４給食事業収入

は、前年度比２６４万９，０００円の減につきましては、小学校費、中学校費の給食

数の減を見込み予算を計上をしたとこでございます。次に、３９ページをお開きくだ

さい。目６雑入は、前年度比１６６万８，０００円の増となっておりますが、この中

の４０ページ下段にあります北海道後期高齢者医療すこやか推進事業は、後期高齢者

のがん検診・インフルエンザ助成の基準額で予算計上し、次の津別デジタルテレビ中

継局建設事業民放負担分は、中継局建設に当たって財源の一部として過疎債を充当を

しましたけれども、この過疎債の起債償還額の３０％を５年間で民放事業者が負担す

るもので、本年度分として予算を計上をしたとこでございます。 

次に、４１ページをお開きください。款２０町債につきましては、前年度比８，８

３０万円の増となっておりますが、目１総務債の臨時財政対策債の発行可能額は、平

成２２年度地方財政対策の概要によりますと、財政力の弱い地方公共団体に配慮し、

財源調整機能を強化する観点から算出方法の見直し、全団体に配分する現行方式、各

団体の人口を基礎として算出をするわけでありますけれども、それに加えて新たな方

式、それは財源不足額基礎方式で人口基礎方式で算定しても財源が不足する団体に対

して発行可能というものであります。そこで、財政課長内かんの留意事項で前年度比

５０．９％の発行可能というふうになっておりますが、前年度比４３．８％増の３億

８，２００万円として予算を計上したとこであります。目２土木債は前年度比９，５

００万円の増となっておりますが、公営住宅建設に当たっての住宅債を借り入れをす
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ることで予算計上をしました。 

以上で歳入の説明を終わらせていただき、１ページにお戻りいただきたいと思いま

す。第１条、第２項、第１表歳入歳出予算につきましては、ただいま説明してまいり

ました歳出歳入予算につきまして、それぞれ款項を整理し、予算総額を４６億６，５

００万円とするものであります。 

６ページをお開きいただきたいと思います、第２条、第２表の継続費につきまして

は、地方自治法第２１２条第１項の規定により、まちなか団地（Ⅰ工区）買取事業の

総額を２億２，４９４万３，０００円とし、平成２２年度、平成２３年度の年割額を

定めて計画をするものであります。 

第３条、第３表債務負担行為につきましては、地方自治法第２１４条の規定により、

森の健康館及び山村体験宿泊施設指定管理料及び大空町一般廃棄物焼却処理施設に係

る公債費償還負担金として平成２３年度、２４年度の期間と限度額を定めて計画をす

るものであります。 

第４条、第４表地方債につきましては、起債の目的欄に掲載しております２項目に

つきまして、限度額を４億８，３４０万と定めて計画をするものであります。 

１ページにお戻りいただきたいと思います。第５条一時借入金につきましては、借

り入れ最高額を１０億円とするものであります。 

第６条歳出予算の流用につきましては、各項の流用を定めたもので給料、職員手当、

共済費につきまして予算額が不足した場合、同一の款内でのみ流用できるものとした

ものであります。 

 以上、一般会計の内容をご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願い

を申し上げまして、長時間大変ありがとうございました。 

 

    ◎議案第２９号～議案第３２号 

○議長（鹿中順一君） 続いて、日程第１４、議案第２９号 平成２２年度津別町国

民健康保険事業特別会計予算についてから日程第１７、議案第３２号 平成２２年度

津別町介護保険事業特別会計予算についてまでの４件について順次説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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 登壇の上説明願います。 

○保健福祉課長（鴇田憲治君） 〔登壇〕 ただいま議長より発言のお許しをいただ

きましたので、保健福祉課が所管する４保険事業特別会計の平成２２年度の予算編成

について順次ご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第２９号 平成２２年度津別町国民健康保険事業特別会計予算につき

ましてご説明申し上げます。平成２２年度の予算編成に当たりましては、国の予算の

方針、道の国保事業の運営方針に基づいて行ったところでありますが、このところの

医療保険制度につきましては、厳しい財政環境と併せ政権交代などもあり、目まぐる

しく動いている状況にあります。平成２０年４月に創設された後期高齢者医療制度に

つきましても、平成２４年度までの廃止が決定的となり、新たな制度が検討されてい

ますし、国民健康保険制度についても、今後、広域化につながる見直しが行われるこ

ととなっております。さらに、平成２２年度以降の他の制度改正につきましては、国

保税の関係では医療分、後期高齢者支援分の限度額が合わせて４万円ほど引き上げの

見込みであり、７０歳からの７５歳未満の自己負担凍結措置や特定世帯への軽減措置

も継続され、平成２１年度で期限切れを迎えます保険財政共同安定化事業などの財政

基盤強化策につきましても、延長される見込みが示されていることから、これら内容

を含みながら予算編成をしたところであります。また、本町の国民健康保険事業にお

いては、被保険者の約４０％が前期高齢者であり、保険税の軽減の対象も２５％を超

える中で、税負担の低下や医療費の増加へつながる状況も予測され、財政安定化のた

めの一定の措置は確保されるものの、診療報酬の改定などもあり、中長期に見まして、

さらに厳しい財政運営が続くものと予想されますが、財政健全化や医療費適正化、保

険税収納率の向上、適用の適正化や生活習慣病予防などの対策に取り組みながら、国

民健康保険事業の安定的な運営の確保と健全財政の維持を図ってまいります。なお、

保険税率につきましては、例年、所得の確定いたします５月に必要額の確保などを含

め国保運営協議会に諮問し、答申をいただきながら、この内容をもって条例改正案と

して５月議会にお諮りすることとしていますので、本年におきましても、例年に倣い、

当初予算につきましては、平成２１年度の税率により計上させていただき、基金から

の繰入金で調整をいたしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 
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 予算編成に当たりましての基礎となる世帯数と被保険者数等でありますが、世帯数

を１，０２２世帯、被保険者数を２，０２３人、うち一般を１，９０２人、退職を１

２１人とし、保険給付費につきましては、ここ２年間の医療費の実績等を勘案し、一

般、退職合わせて、前年比０．４％増の６億４，０７１万円と推計をいたしておりま

す。 

 以上の考えに基づき、本年の歳入歳出予算の総額につきましては、第１条におきま

して９億２，７２０万と定めたところであり、前年度当初予算と比較しますと、金額

で５５０万円、率で０．６％の増となっております。 

 それでは、内容につきまして歳出からご説明を申し上げます。４１４ページをお開

きください。４１４ページから４２０ページまでは款１総務費であります。項１総務

管理費、目１一般管理費の請負費につきましては、徴収担当を含む４名分の人件費で

３，６３７万９，０００円の予算計上であります。同じく、総務一般事務経費につき

ましては、次のページにかけまして、レセプト点検等臨時筆耕の人件費と旅費や消耗

品等の一般事務経費を主な内容とした５２５万９，０００円の予算計上であります。

４１６ページの下段、目２連合会負担金につきましては、例年どおりの北海道国保連

合会と国保連網走支部への負担金でありますが、今年はレセプト電子化負担金として

２４万７，０００円を加えた４７万９，０００円の予算計上であります。４１８ペー

ジの項２徴収費、目１賦課徴収費の国保税徴収業務及び目２滞納処分費の滞納処分経

費につきましては、いずれも徴収業務に要する経費でありますが、経費の精査をいた

しながら前年同様の考え方で、それぞれ４７万２，０００円と１万円の予算計上であ

ります。同じく項３、目１運営協議会費につきましては、国保運営協議会の運営経費

として前年と同様の内容で３０万４，０００円の予算計上であります。４２０ページ

の項４、目１趣旨普及費につきましては、医療費通知のための経費として２４万３，

０００円の予算計上であります。 

次に、４２０ページから４２６ページまでは款２保険給付費でありますが、先ほど

申し上げましたとおり総額で前年比０．４％、２４２万１，０００円増の６億４，０

７１万円の予算計上であります。項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費につき

ましては、０歳から７４歳までの一般被保険者を対象とする一般診療、薬剤治療材料
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等の一部負担費を除く給付費でありますが、医療費等の伸びや診療報酬の引き上げ等

を勘案し、一人当たりの医療費を２８万１，９２０円と設定し、１，９０２人で５億

３，６２１万４，０００円と積算して、当初前年比２，９２８万１，０００円、５．

８％増の予算計上としております。同じく、目２退職被保険者等療養給付費につきま

しては、厚生年金等加入歴が２０年以上、又は４０歳以上で１０年以上である年金受

給権者が対象となりますが、２１年度の実績を基準に、一般分と同じように医療費等

の伸びや診療報酬の引き上げ等を勘案しながら、一人当たりの医療費を２４万８，２

１２円と設定し、１２１人で３，００３万４，０００円となりましたが、制度の廃止

に向けた影響もあり、当初前年比２，２０３万８，０００円、４２．３％減の予算計

上であります。目３一般被保険者療養費につきましては、一般被保険者のあんま、は

り等補完的医療給付費の費用でありますが、これまでの実績を勘案しまして、一人当

たり２，１２０円に設定し１，９０２人で、当初前年対比５０万８，０００円、１１．

２％減の４０３万３，０００円の予算計上であります。４２２ページの目４退職被保

険者等療養費につきましては、一般被保険者と同様に一人当たり４，１９０円と設定

し、１２１人で前年比５０万９，０００円、５０％減の５０万７，０００円の予算計

上であります。目５審査支払手数料につきましては、国保連に対しますレセプト点検

等への審査支払手数料でありますが、実績を勘案し、前年比２７万４，０００円減の

１７０万円の予算計上であります。続きまして、項２高額療養費、目１一般被保険者

高額療養費につきましては、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を保険給

付するものでありますが、実績等を勘案しまして一人当たり２万８，７８９円に設定

し、１，９０２人で、前年比３３７万円、６．６％増の５，４７５万７，０００円の

予算計上であります。同じく、目２退職被保険者等高額療養費につきましては、一般

被保険者と同様の考え方で、一人当たり２万４，３２０円と設定し、１２１人で前年

比７３０万３，０００円、７１％減の２９４万３，０００円の予算計上であります。

目３一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、医療保険及び介護保険の両給

付を受けることにより自己負担の合計額が高額になる世帯に対する支給分であります

が、一人当たり２８万８，４７０円と設定し、対象を１５人と想定しまして、前年と

同程度の４３２万８，０００円の予算計上であります。４２４ページの目４退職被保
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険者等高額介護合算療養費につきましても、一般被保険者と同様な内容で、一人当た

り２０万３，０００円と設定し、５人を想定し１０１万５，０００円の予算計上であ

ります。項３移送費につきましては、負傷、疾病により移動が困難な患者が医師の指

示により一時的かつ緊急的な必要があって移送されるときの経費でありますが、一般

及び退職被保険者ともに前年度と同額の合わせて、７万６，０００円の予算計上であ

ります。項４出産育児諸費、目１出産育児一時金の出産一時金につきましては、４２

万円で１０人を想定しまして４２０万円の予算計上であります。４２６ページの項５

葬祭諸費、目１葬祭費につきましては、葬祭費といたしまして３万円の３０人分で９

０万円の予算計上であります。 

続きまして、款３、項１、目１後期高齢者支援金につきましては、後期高齢者医療

制度の財政負担として全体の約４割を若年者の医療保険から支援金を拠出することと

なっているもので、ルールに従いまして、９，７５６万４，０００円の当初前年比４．

８％増の予算計上であります。同じく、目２後期高齢者関係事務費拠出金につきまし

ても、同様に１万３，０００円の予算計上であります。 

続きまして、款４、項１、目１前期高齢者納付金につきましては、負担調整見込み

といたしまして、概算で被保険者２，１００人といたしまして、一人当たり１１８円

の２４万８，０００円。４２８ページにありますが、目１前期高齢者関係事務拠出金

につきましても、同様に一人当たり５．３円で、１万２，０００円のそれぞれ予算計

上であります。 

続きまして款５、項１老人保健拠出金につきましては、目１医療費拠出金におきま

して、平成２０年度精算分といたしまして前年度当初比５７％減の２１９万１，００

０円。また、目２事務費拠出金におきましても、事務処理の負担分としまして１万円

とそれぞれ予算計上しております。 

続きまして款６、項１、目１介護納付金におきましては、介護保険の２号被保険者

に当たります４０歳から６０歳までの介護納付金といたしまして、各医療保険者から

社会保険診療報酬支払に納入することになりますが、示されておりますルールに基づ

きまして、前年度当初とほぼ同額の３，３４２万５，０００円の予算計上であります。 

次に、４３０ページの款７、項１、目１高額医療費拠出金の高額医療費共同事業医
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療費拠出金につきましては、１件８０万円以上の高額療養費に対し、国及び道が４分

の１、市町村が２分の１の内訳で負担し、実績に対して交付金を受けるというもので

ありますが、これまでの実績により国保連から示されました１，６９０万１，０００

円の予算計上で、前年度当初対比で１０．６％の増となっております。同じく、目２

共同事業事務費拠出金のその他医療拠出金につきましては、国民健康保険会計の適正

な財政運営を図ることを目的に、一般被保険者から退職者被保険者となるべく対象者

の抽出のための年金受給者リスト分として、前年度とほぼ同額の２万９，０００円の

予算計上であります。目３保険財政共同安定化拠出金につきましては、１件３０万円

から８０万円未満の医療費について、国民健康保険財政の安定的な運営を図ることを

目的に、各市町村が拠出金として負担し、実績に対し交付金を受けるというものであ

りますが、これまでの実績により国保連から示されました８，１９２万８，０００円

の予算計上で、前年度対比１．５％増となっております。 

続きまして、４３２ページにかけまして、款８保健事業費、項１、目１特定健康診

査等事業費につきましては、高齢者の医療確保に関する法律により、平成２０年度よ

り始まりました特定検診及び特定保健指導に係る経費で、臨時栄養士の賃金と健診に

係る委託料が主なものであります。本年度は前年度に比べまして２０５万２，０００

円と大きく減額となっていますが、一つは、臨時栄養士の賃金等につきまして次のペ

ージの健康づくり事業経費と分けたことによるものであります。もう一つの要因は、

健診に係る委託料などでありまして、特定健診のこの２年の実績につきましては、残

念ながら目標どおりとなっておりません。これだけ大きな社会的関心事であり、広報

をはじめ直接勧奨することも含め取り組んではいますが、なかなか受診につながらな

いというのが現状でありまして、平成２２年度における目標数値は当初計画では５

０％となっていますが、可能な目標数値を３０％として予算の組み立てをしておりま

す。なお、特定保健指導費につきましては、対象者の意識も含め、計画を大きく上回

る実績となっています。ただ、実績の数字から見ましても、いずれの市町村も同じよ

うな実態になると思われます。これらのことを踏まえまして、本事業につきましては、

前年比２６．５％減の５６９万６，０００円の予算計上であります。項２保健事業、

目１保健衛生普及費の健康づくり事業経費につきましては、４３４ページの消耗品費
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としまして、医療費通知時に同封する啓蒙用パンフレットの経費と、新たに臨時栄養

士の賃金に係る一部を特定健康診査等事業より移しましたので、前年対比８８％の増、

１５９万３，０００円を予算計上であります。同じく、各種健診助成事業につきまし

ては、がん検診やインフルエンザ予防接種への助成経費でありますが、平成２２年度

よりインフルエンザ予防接種につきましては、これまでの高齢者に加えまして、新た

に１歳から中学生までを対象とすることといたしました。なお、他の検診など全体の

対象者数を見直しをいたしましたので、前年対比９．３％減の９８万３，０００円の

予算計上であります。 

次に、款９基金積立金につきましては、国民健康保険基金の積立利息分の計上であ

ります。 

次に、款１０公債費につきましては、一時借入金利息として例年と同額の計上であ

ります。 

次に、４３４ページか４３７ページの款１１諸支出金、項１償還金及び還付加算金

の目１一般被保険者保険税還付基金から目５退職被保険者等還付加算金につきまして

は、目３償還金の療養給付費等償還金において特定健診国等負担金超過額償還金の項

目を加えましたほかは、それぞれ例年同様の考え方の予算計上であります。 

款１２予備費につきましても前年と同額の２００万円の予算計上であります。 

次に、歳入のご説明をいたしますので４０４ページをお開き願います。款１、項１

国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保険税の医療給付分につきましては、被

保険者数を１，９０２人と設定いたしまして、税率等につきましては、さきに申し上

げましたように例年５月臨時会での改正をお願いしているところから、現行の数値に

基づくとともに、限度額の引き上げを加味いたしまして、一人当たりの保険税額を６

万２，５１３円と算定したところです。このところの実績から徴収率を９８．３％見

まして、医療給付分につきましては１，８１４万８，０００円増の１億１，６８７万

７，０００円となり、そのうち特別徴収分を１０％、普通徴収分を９０％といたしま

して、医療給付分現年課税特別徴収分として１，１６８万７，０００円、普通徴収分

として１億５，０１９万円とそれぞれ予算計上いたしております。後期高齢者支援金

分の課税額につきましても、医療給付分と同様の考え方で、一人当たりの保険税額を
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１万５，７４９円と設定し、被保険者数１，９０２人で、徴収率を９８．２％として

特別徴収分と普通徴収分合わせまして前年対比１，４５３万８，０００円減の２，９

４１万５，０００円の予算計上であります。介護納付金も同様の考え方から一人当た

り２万４，４７１円で、対象者数を５９２人と積算しまして収納率を９８．５％とし

た算定で、前年対比３５万４，０００円増の１，４２６万９，０００円の予算計上で

あります。滞納繰越分につきましては、次のページにまたがりますが、収納率等を勘

案しながら合わせまして２８４万６，０００円の予算計上であります。次に、目２退

職者被保険者等国民健康保険税につきましては、次のページにかけまして各節とも一

般被保険者と同様の考え方で積算をしておりますが、医療給付分につきましては、一

人当たりの調定額を３万９，５９０円といたしまして１２１人で９７．５％の徴収率

で前年とほぼ同額の４６７万円、同じく後期高齢者支援金分につきましても、一人当

たり９，９４４円の設定で、１２１人の徴収率を９７．１％としまして１２６万８，

０００円、同じく、介護納付金分としまして一人当たり１万３，３９３円の１０４人

で徴収率を９６．３％といたしまして、１３４万１，０００円とそれぞれ予算計上い

たしております。滞納繰越分につきましては、一般分と同様に収納率等を勘案いたし

まして、合わせまして１４万１，０００円の予算計上であります。 

次に、４０６ページの款２国庫支出金でありますが、項１国庫負担金、目１療養給

付費等負担金につきましては、医療給付などに要する費用や老人保健拠出金、介護納

付金、後期高齢者支援金の納付に要する費用に対する１００分の３４の国からの負担

金でありまして、前年比３．４％増の１億６，４９０万６，０００円の予算計上であ

ります。同じく、目２高額医療費共同事業負担金につきましては、１件８０万円を超

える高額医療拠出金に対する国の４分の１の負担金でありまして、前年比１０．５％

増の４２２万５，０００円の予算計上であります。目３特定健康診査等負担金につき

ましては、特定健康診査並び特定保健指導の経費に対する負担金でありまして、歳出

でご説明を申し上げましたとおり、それの費用を精査したところから、前年比で４１％

減の６４万１，０００円の予算計上であります。続きまして、項２国庫支出金であり

ますが、目１財政調整交付金の普通調整交付金につきましては、市町村間における財

政力の不均衡を調整するため、それぞれに基づいて交付されるものですが、医療分、
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老人保健拠出分、介護納付金分、後期高齢者支援金分の合計額の９％として、前年比

１．７％増の３，３３４万６，０００円の予算計上であります。同じく、特別調整交

付金、システム最適化分につきましては、歳出の連合会負担金でご説明申し上げまし

たレセプト電子化負担金につきまして、交付対象とされることから２４万７，０００

円の予算計上であります。目２介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては、

介護従事者の処遇改善を図る目的で行われた介護報酬改定に伴い、各医療保険者が支

出する介護納付金に対する財政措置として平成２１年度に創設されたもので、２７万

２，０００円の予算計上であります。同じく、目２出産育児一時金補助金につきまし

ては、昨年の国の緊急少子化対策の一環としての位置づけで、少子化対策の充実を図

るための当面の施策として出産育児一時金の金額が平成２３年３月まで暫定的に４万

円引き上げられましたので、その財源措置としまして国より２分の１補助されますの

で、その分といたしまして１０人分で２０万円の予算計上であります。 

次に、款３、項１、目１療養給付費交付金につきましては、退職被保険者の医療分

に要する費用に対し、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、医療分とし

て２，８０５万６，０００円、後期高齢者支援分として３６９万３，０００円の予算

計上であります。 

次に、４０８ページの款４前期高齢者交付金、項１、目１前期高齢者交付金につき

ましては、６５歳から７４歳までの前期高齢者に係る医療費につきましては、保険者

間で不均衡が生じていることから、その制度間の不均衡調整のために設けられた交付

金でありまして、前年対比７．８％増の２億３，８５４万８，０００円の予算計上で

あります。 

次に、款５道支出金でありますが、項１道負担金、目１高額医療費共同負担金につ

きましては、国庫支出金と同様で８０万円以上の高額医療に対する道の４分の１の負

担分でありまして、前年比１０．６％増の４２２万５，０００円の予算計上でありま

す。同じく、目２特定健康診査等負担金につきましては、国保支出金と同様の考え方

で、前年比４１％の減で６４万１，０００円の予算計上であります。項２道補助金、

目１財政調整交付金につきましては、市町村の国保財政の安定化における都道府県の

役割、権限の強化を図るために、平成１７年度の法改正に伴い導入されたものですが、
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国からの調整交付金と同じく市町村間における財政力の不均衡調整を図ることを目的

としまして、医療費分、老人保健拠出分、介護納付金分、後期高齢者支援金分として

７％分の交付がありますので、前年比１．７％増で２，５９３万６，０００円の予算

計上であります。 

次に、款６連合会支出金、項１共同事業交付金、目１高額医療費共同事業交付金に

つきましては、１件８０万以上の医療費に対する高額医療費共同事業の拠出金に対す

る連合会の交付金としまして前年比３０％増の９９７万１，０００円の予算計上であ

ります。同じく、目２保険財政共同安定化交付金につきましては、１件３０万円から

８０万円の高額医療費に対する交付金としまして前年比２２％増の７，７８３万１，

０００円の予算計上であります。 

次に、款７財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金につきましては、国

保安定化基金に係る利息分で２８万３，０００円の予算計上であります。 

次に、４１０ページの款８繰入金でありますが、項１他会計繰入金、目１一般会計

繰入金の保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者に対する７割、５割、２割の

軽減額に対する国及び道の補助金に町の負担分を合わせまして、前年対比１３％減の

２，８４９万円の予算計上であります。同じく、その他の一般会計繰入金につきまし

ては、人件費・事務費としまして４，２８８万１，０００、出産育児分で２６６万円、

国保財政安定化分の地方財政措置分で９６５万４，０００円、国庫負担減額分２１０

万１，０００円の合わせて前年比３．２％増の５，７３０万２，０００円の予算計上

であります。項２基金繰入金、目１国保基金繰入金につきましては、安定的な国保会

計の運営のためにも基金については一定の水準を確保できるように、できるだけ繰り

入れの方法を頼らない考えを持っていますが、さきにご説明をいたしましたとおり保

険税につきましては、所得の確定に伴う税率等の見直しがありますし、歳出における

各拠出金や負担金、医療費の伸びがありますので、当初におきましては調整分を含め

まして前年度同程度の７，６４３万３，０００円の予算計上であります。 

款９繰越金、４１３ページの款１０諸収入につきましては、前年と同様の考え方の

科目設定及び予算計上であります。 

なお、本予算編成の内容につきましては、２月１５日開催の国保運営協議会におき
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まして審議され答申をいただいたところであります。 

 それでは、前に戻っていただきまして第１条の２、歳入歳出予算の款項の区分及び

金額につきましては、第１表のとおりであります。 

第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を４，０００万円とするものであ

ります。 

第３条につきましては、歳出予算の流用について定めたものであります。 

以上、平成２２年度国民健康保険事業特別会計の予算編成のご説明を申し上げまし

たので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（鹿中順一君） 暫時休憩します。 

 

             休憩 午後 ３時１８分 

             再開 午後 ３時２９分 

 

○議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

 休憩前に引き続き、予算の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鴇田憲治君） 〔登壇〕 引き続きまして、議案第３０号 平成２

２年度津別町老人保健特別会計予算についてご説明を申し上げます。７５歳以上を対

象に行われていました老人保健制度につきましては、既に後期高齢者医療制度に移行

し、平成２０年３月末をもって廃止となっておりますが、老人保健法による制度や医

療費の診療報酬時効が３年となっておりますことから、平成２２年度まで老人保健特

別会計は存続することになります。平成２１年度と同じく必要な予算の計上を行うも

のであります。予算編成に当たりましては、平成２１年度においては保険給付費の支

出が小額の実績の見込みでありますことから、平成２２年度におきましては必要な科

目を設定し、第１条で当初の歳入歳出予算の総額を前年対比８０％減の１００万円と

定めたところであります。 

それでは、歳出のほうからご説明を申し上げますので、４５０ページをお開きくだ

さい。款１、項１の医療諸費につきましては、平成２０年３月以前の医療費分などと
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しまして、目１医療給付費は、入院等の医療費分として５８万８，０００円、目２医

療費支給費は、補装具・柔道整復などの分として１０万円、目３高額医療費につきま

しては３０万円、目４審査支払手数料は、レセプト点検経費として１万１，０００円

とそれぞれ予算計上をしたところであります。 

款２諸支出金、項１償還金、目１償還金につきましても、１，０００円の予算計上

であります。 

続きまして、歳入のご説明を申し上げますので、４４８ページへお戻りいただきた

いと存じます。歳入におきましては、大部分を款４繰入金、項１、目１一般会計繰入

金で賄うことといたしまして９９万４，０００円の予算計上であります。その他では、

想定される予算科目の設定といたしまして、款１支払基金交付金、款２国庫支出金、

款３道支出金、款５繰越金、款６諸収入におきまして、それぞれ１，０００円ずつの

予算計上であります。 

それでは、前に戻っていただきまして第１条の２、歳入歳出予算の款項の区分及び

金額につきましては、４４４ページの第１表のとおりであります。 

 以上、平成２２年度の老人保健事業特別会計の予算編成のご説明を申し上げました

ので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３１号 平成２２年度津別町後期高齢者医療事業特別会計予算

についてご説明を申し上げます。平成２０年４月に７５歳以上の高齢者を対象とする

新たな医療保険制度として創設されました後期高齢者医療保険制度につきましては、

国より制度廃止の方向が出されているものの、当分の間は制度が維持されるというこ

とになっておりますので、運営主体である北海道後期高齢者医療広域連合と連携しな

がら被保険者への広報も含め適切な業務運営を図ってまいりたいと考えております。

平成２２年度の予算編成に当たりましては、連合会の運営方針等に基づくこととなり

ますが、本年は２年ごとの保険料率等の見直しの年ということでありますので、算定

に当たりましては、その部分も加えられた内容での計上となっております。以上のこ

とから、本年の歳入歳出予算の総額につきましては、第１条におきまして８，０８０

万円と定めたところであり、前年度当初予算と比較しますと金額で４０万円、率で約

０．５％の増となっております。 
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それでは、歳出のほうからご説明を申し上げますので４６３ページ、４６４ページ

をお開きください。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の総務一般事務経

費につきましては、広域連合市町村連絡会議の旅費を主なものとする事務経費として、

前年とほぼ同額の１４万５，０００円の予算計上であります。項２、目１徴収費の後

期高齢者医療保険料徴収業務につきましては、賦課決定通知書等の諸用紙や消耗品を

主なものとする徴収業務に係る経費としまして、前年度比３４％減の３３万７，００

０円の予算計上であります。４６５ページになりますが、同じく目２滞納処分費の滞

納処分経費につきましては、滞納処分の広告料としまして１万円の予算計上でありま

す。 

次に、款２、項１、目１の後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、前年比３

９万３，０００円増の７，９７７万円の予算計上であります。うち事務負担金につき

ましては、広域連合に対する事務負担金でありますが、全経費の１０％に当たります

均等割、４０％に当たります高齢者割、５０％に当たります人口割、合わせまして２

９４万６，０００円の事務負担となります。保険料等負担金につきましては、後期高

齢者保険料の５，３３５万円と保険基盤安定分の２，３４７万１，０００円、その他

納付金の３，０００円の合わせまして７，６８２万４，０００円の負担金となります。

保険料でありますが、さきに申しましたように本年は２年ごとの保険料率の見直しの

年に当たりますことから、連合会におきまして、このところの医療費の実績を勘案し

ながら、平成２２年、２３年の医療給付費の推計を行い、拠出金や他の事業費などと

合わせ費用の見込みを行い、国庫や道負担金、調整交付金や市町村負担金、後期高齢

者交付金などの収入を差し引き、保険料収納必要額を算出したところであります。こ

れまでの軽減措置につきましては、今後も継続されることとなりましたが、依然、医

療費の伸びは続いていることから、均等割５０％、所得割５０％の比率としまして均

等割については４万４，２９２円で、２２年度当初と比較しまして額で１，０４９円、

率で２．４％の増、所得割では１０．２％といたしまして２１年当初と比較いたしま

して０．６５％の伸び、軽減後の一人当たりの保険料は６万５，３１９円で３，１０

２円の増となる予定であります。なお、保険料の積算に当たりましては、改定後の税

率等で計上しておりまして、本町につきましては被保険者を１，１７５人と設定し、



 ― ７６ ―

保険料徴収額を５，３３４万４，０００円と見込んでおります。保険基盤安定分につ

きましては、低所得者に対します軽減措置として制度化されたものでありますが、全

体の約７５％の８６４人を対象として２，３４７万円を負担するものですが、うち４

分の３が道が負担し、４分の１が町が負担する内容となっております。 

次に、款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金の目１保険料還付金及び目２還付

加算金につきましては、それぞれ２０万円と９，０００円の予算計上であります。項

２繰出金、目１一般会計繰出金につきましては、連合会よりの高齢者医療制度円滑運

営臨時特例交付金を広報経費に充当するものとして２万９，０００円の予算計上であ

ります。 

款４、項１、目１予備費につきましては、前年同様の予算計上であります。 

続きまして、歳入についてご説明を申し上げますので４５９ページ、４６０ページ

をお開きください。款１、項１後期高齢者医療保険料につきましては、算定根拠は歳

出でご説明申し上げましたとおりでありまして、目１特別徴収保険料につきましては、

保険料徴収予定額に５，３３４万４，０００円に対しまして、対象者を８割と見込み

まして４，２６７万５，０００円の予算計上であります。普通徴収料につきましては、

現年度分ということで対象者を２割と見込みまして１，０６６万９，０００円、滞納

繰越分では６，０００円の予算計上であります。 

款２、項１広域連合支出金、目１高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金につきま

しては、制度の円滑な運営のための広報等の経費に対して広域連合から交付されるも

ので２万９，０００円の予算計上であります。 

次に、款３繰入金、項１一般会計繰入金につきましては、目１事務費繰入金としま

して広域連合への事務負担分として２９４万６，０００円、一般事務としまして７９

万１，０００円の合わせまして３７３万７，０００円の予算計上であります。目２保

険基盤安定繰入金につきましては、軽減分に対するものでありますが、一般会計に計

上されております款１４道支出金、道負担金、保険基盤安定拠出金の１，７６０万４，

０００円を４分の３としまして、町の負担分として４分の１を合わせまして２，３４

７万１，０００円の予算計上であります。 

繰越金につきましては１，０００円の予算計上であります。 
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款５諸支出金の各項、各目につきましては、前年と同様の予算計上であります。 

それでは、前に戻っていただきまして第１条の２、歳入歳出予算の款項の区分及び

金額につきましては４５５ページの第１表のとおりであります。 

以上、平成２２年度後期高齢者医療事業特別会計の予算編成のご説明を申し上げま

したので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３２号 平成２２年度津別町介護保険事業特別会計予算につい

てご説明申し上げます。平成２２年度介護保険事業特別会計の予算編成につきまして

は、平成２１年度から始まりました第４期介護保険事業計画に基づきながら行うこと

となりますが、平成２１年度におきましては、介護報酬が引き上げ改定となったもの

の、当初計画に対しまして利用実績が下回り、給付費も今のところ伸びないとの見込

みでありますので、併せてこれらの状況も勘案しながら前年対比では１．１％、４，

４９０万円の減としまして、第１条におきまして歳入歳出それぞれ４億３，８００万

円と定めたところであります。介護認定の状況につきましては、この１年間では認定

者は微減ではあるものの、出現率は微増となっていますので、高齢者等の皆さんが地

域の中で自立した生活が継続されるよう、介護サービスや地域ケア、健康づくりや認

知症対策等の取り組みながら介護保険事業の着実な運営を図ってまいります。 

それでは、歳出のほうからご説明申し上げますので４８３ページをお開き願います。

４８３ページから４８８ページにつきましては、款１総務費でありますが、基本的に

は昨年と同様の考え方の予算編成となっております。項１総務管理費、目１一般管理

費の給与費につきましては、職員２名分の人件費としまして１，７７７万６，０００

円の予算計上であります。総務一般事務費につきましては、２０万４，０００円の予

算計上であります。項２徴収費、目１賦課徴収費の介護保険料賦課徴収経費は、賦課

決定通知書や納付書などの諸用紙等を主なものとする徴収業務に要する経費としまし

て２９万８，０００円の予算計上であります。項３介護認定審査会、目１介護認定審

査会費の介護認定審査会経費につきましては、美幌地域３町との共同の認定審査会経

費としまして、認定審査会規則第３条に基づく算定によりまして１６０万９，０００

円の予算計上であります。４８８ページの同じく介護認定事務経費につきましては、

介護認定にかかわる市町となる医師の意見書を経費を主にした１９６万６，０００円、
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同じく、認定調査経費につきましては、町外の入所在宅者に対する調査の委託経費と

しまして１４万５，０００円と、それぞれ前年と同様の予算計上であります。項４計

画策定委員会経費につきましては、８万円の予算計上であります。 

続きまして、４９４ページまでは款２保険給付費でありますが、保険給付費につき

ましては、このところの実績を勘案いたしまして、高額介護サービス費を除きまして、

いずれも同額か微減の算定といたしまして、前年より２７０万８，０００円減の４億

７４９万２，０００円の予算編成となっております。項１介護サービス等諸費の居宅

介護サービス等給付費につきましては、訪問介護、短期入所生活介護、通所介護など

が主なものでありますが、実績等を勘案しまして６，４７２万７，０００円の予算計

上であります。次のページにかかりますが、施設介護サービス給付費につきましては、

特養等の介護施設に係るものですが、前年比２７６万１，０００円減の２億１，１３

３万９，０００円の予算計上であります。内容としましては、特養分は人数増を含め

て５００万円の増、老健では、月額金額の見直しでおよそ３００万円の減、同じく療

養型につきましては人数の減により４５０万の減としております。目３福祉用具購入

給付経費と目４居宅介護住宅改修給付費につきましては実績を勘案しまして、それぞ

れ１１０万と２００万の予算計上であります。目５居宅介護サービス計画給付費につ

きましては、ケアプラン作成費用でありますが、実績を見ながら件数を減らして積算

しましたが、介護部分におきまして、特定事業加算がつくことにより単価が上乗せに

なったことから、前年比１２０万５，０００円増の１，７９１万６，０００円の予算

計上であります。目６地域密着型介護サービス給付費につきましては、認知症対応型

共同生活介護で１８人、認知症対応型通所介護で１．３人、介護予防認知症対応型共

同生活介護で１人とそれぞれ積算しまして、前年と同額の５，７７３万２，０００円

の予算計上であります。続きまして、項２介護予防サービス等諸費、介護予防サービ

ス給付経費につきましては、４９２ページにまたがりますが、要支援者認定者の介護

サービスでありまして、１，８９１万８，０００円の予算計上であります。項３その

他諸費、審査支払手数料につきましては、国保連に対します審査支払手数料としまし

て４０万円の予算計上であります。項４高額介護サービス等費、高額介護サービス費

につきましては、一定の負担額を限度額を超えたサービス分としまして、実績等を勘
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案しまして、前年比増の９２０万円の予算計上であります。項５高額医療合算介護サ

ービス費につきましては、医療費と介護費合わせまして高額となった世帯に一定の負

担限度額を超えた分を支給するものとしまして、１００万円の予算計上であります。

項６特定入所者介護サービス等費につきましては、低所得者の養護介護者に対します

施設サービス等の食費、居住費に対する補給給付分としまして前年とほぼ同額の２，

３１６万円の予算計上であります。 

次に、４９３ページから５０２ページまでは款３地域支援事業費でありますが、地

域支援事業費につきましては、高齢者の皆さんが地域において自立した日常生活が営

めるように、介護予防事業などをとおして支援することを目的とした事業の予算であ

りますが、このところの事業の実績を勘案いたしまして、いずれの事業経費におきま

しても減の算定で、款３の総額では８１２万円の予算計上であります。項１予防事業

費、介護予防特定高齢者施策事業費につきましては、通所型介護予防事業と生活機能

評価健診が主な内容であり、３９３万６，０００円の予算計上であります。減の分に

つきましては、ミズナラ倶楽部に係ります臨時職員の人件費の減、それから生活機能

評価の委託料になりますが実績等を勘案して３０万９，０００円の減となったのが主

な減額の要因であります。目２介護予防一般高齢者施策事業費につきましては、転倒

予防教室と介護予防普及啓発事業の予算ですが、前年と同額の１５４万５，０００円

の予算計上であります。４９６ページの報償費の講師謝礼につきましては、認知症に

関連しまして２回ほど講演会を予定しているものであります。また、認知症サポータ

ー養成に関しましても養成講座の開催に伴う費用としまして消耗品で２万２，０００

円の計上を行っております。項２包括的支援・任意事業費、目１介護予防ケアマネジ

メント事業につきましては、地域包括支援センターの職員の研修旅費などとしまして、

１３万円の予算計上であります。目２総合相談事業につきましても、高齢者のための

総合的な相談支援体制のための事務経費としまして７万２，０００円の予算計上であ

ります。４９７ページになりますが、目３権利擁護事業費につきましては、高齢者等

の権利擁護関係図書経費として、目４包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費に

つきましては、ケアマネジメントのスキルアップのための研修講師の謝礼として、そ

れぞれ２万円の予算計上であります。次のページにかかりますが、目５総務管理費に
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つきましては地域包括支援センターの事務経費としまして６７万８，０００円の予算

計上であります。目６任意事業費につきましては、５０２ページにありますが委託料

で地域自立支援事業費といたしましてヘルパー派遣、安否確認の費用としましてホー

ムヘルパー等派遣事業費に１０５万９，０００円を計上しております。同じく、介護

給付費適正化事業では、前年ケアプランの効果測定調査業務として８８万円を予算計

上していましたが、本年はこの事業を行いませんことから２事業費につきましては１

７１万９，０００円の予算計上であります。 

次に、款４、項１、目１基金積立金の介護給付費準備基金積立金につきましては、

介護納付費準備金積立金、基金利息積立金として１７万４，０００円の予算計上であ

ります。目２介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金につきましては、基金利息積立

金としまして２，０００円の計上であります。 

款５公債費、款６諸出金につきましては、前年同様の予算の計上であります。 

続きまして、歳入のご説明を申し上げますので４７５ページ、４７６ページをお開

き願います。款１保険料でありますが、目１第１号被保険者保険料といたしまして被

保険者数の前年当初より１８人減の２，１４０人で積算いたしまして、前年対比５９

万７，０００円減の６，４４５万７，０００円の予算計上であります。 

款２、項１手数料、目１地域支援介護予防事業手数料につきましては、通所介護予

防を事業として行っておりますミズナラ倶楽部の参加手数料としまして、９０万円の

予算計上であります。目２地域支援包括的支援・任意事業手数料につきましては、生

活援助員派遣事業に対します本人負担分としまして４万８，０００円の予算計上であ

ります。 

款３国庫支出金につきましては、歳出におきまして保険給付費を前年より減額して

予算編成しましたことから、総額で減の１億４２９万３，０００円の予算計上であり

ます。項１国庫負担金、目１介護給付費負担金につきましては、施設給付に対しまし

て１５％、居宅給付費に対しまして２０％の国の負担分としまして、合わせて７，０

９３万２，０００円の予算計上であります。項２国庫補助金、目１調整交付金につき

ましては、保険給付費の７．６６％、３，１２１万４，０００円の予算計上でありま

す。目２地域支援介護予防事業交付金につきましては、介護予防事業経費の２５％、
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１１４万５，０００円の予算計上、目３地域支援包括的支援・任意事業交付金につき

ましては、包括的支援事業・任意事業経費の４０％、１００万２，０００円の予算計

上であります。 

４７７ページの款４、項１、支払基金交付金、目１介護給付費交付金につきまして

は、２号被保険者分の介護納付金としまして保険給付費の３０％、１億２，２２４万

７，０００円の予算計上であります。目２地域支援事業交付金につきましては、介護

予防事業費の３０％、１３７万４，０００円の予算計上であります。 

次に、款５道支出金、項１道負担金、目１介護納付費負担金につきましては、施設

給付費対しまして１７．５％、居宅給付費に対して１２．５％の道の負担分としまし

て、合わせて６，１５０万４，０００円の予算計上であります。項２道補助金、目１

地域支援介護予防事業交付金につきましては、経費の１２．５％、５７万２，０００

円の予算計上、目２地域支援包括的支援・任意事業交付金につきましては、経費の２

０％の５０万１，０００円の予算計上であります。 

款６財産収入につきましては、金利利息としまして、介護給付費準備基金、介護従

事者処遇改善臨時特例基金、合わせまして１７万４，０００円の予算計上であります。 

款７繰入金、項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金につきましては、町の負

担分としまして保険給付費に対する１２．５％、５，０９３万７，０００円の予算計

上であります。４７９ページの目２地域支援介護予防事業経費繰入金につきましては、

町の負担分としまして、経費に対する１２．５％、５７万３，０００円の予算計上で

あります。目３地域支援包括的支援・任意事業繰入金につきましても事業経費に対し

て１２．５％の町の負担分と補助対象外事業の８万７，０００円と合わせまして５８

万８，０００円の予算計上であります。目４その他の一般会計負担金につきましては、

人件費や一般事務経費、審査会経費などを合わせまして２，２０８万４，０００円の

予算計上であります。款７、目１基金繰入金につきましては、財源補填としまして、

準備基金から６８０万１，０００円、介護従事者処遇改善維持特例基金から９４万円

とそれぞれ繰入金として入れるものであります。 

款８繰入金、款９諸支出金につきましては、科目設定と合わせて所要の予算計上を

させていただいたところであります。 
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それでは前に戻っていただきまして、第１条の２、歳入歳出予算の款項の区分及び

金額につきましては、４７１ページ、４７２ページの第１表のとおりであります。 

第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を２，０００万円とするものであ

ります。 

第３条につきましては、歳出予算の流用について定めたものであります。 

 以上、平成２２年度の介護保険事業特別会計の予算編成のご説明を申し上げました

ので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 以上、４特別会計の説明について終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

    ◎議案第３３号 

○議長（鹿中順一君） 続いて、日程第１８、議案第３３号 平成２２年度津別町介

護サービス事業特別会計予算について説明を求めます。 

 特養園長。 

 登壇の上説明願います。 

○特養園長（鈴木悦郎君） 〔登壇〕 それでは、ただいま議長より発言のお許しを

いただきましたので、議案第３３号 平成２２年度津別町介護サービス事業特別会計

予算案につきまして内容のご説明を申し上げたいと思います。 

 はじめに、平成２２年度の予算編成の概要につきましては、予算の総額２億７，３

９０万円となり、前年度比予算額で５６０万、２．１％の増となりました。主な理由

といたしまして、居宅介護支援事業所に主任介護支援専門を臨時職員で対応、また昨

年１２月より特養・デイサービスのボイラーの燃料をＡ重油からペレットに変更した

ことによる増で予算編成を行ったものであります。平成１２年度からスタートいたし

ました介護保険制度も１０年が過ぎ、制度自体も地域住民に定着してきているところ

であります。この１０年間に２回にわたり介護報酬のマイナス改定、そして、昨年は

初めてのプラス改定となりましたが、諸物価等の高騰もあり運営におきましては、依

然厳しい状況にあります。歳入でありますが、特養におきまして入所者の平均年齢が

８８歳であることから、健康には留意しておりますが、入院等が増えることによりま
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して稼働率の減、短期入所利用につきましては、他の施設への入所・利用による減な

どがあります。ただ、予防給付につきましては、わずかでありますがふえてきている

状況にあります。デイサービスにおきましては、祝日営業や空き利用の促進を図りな

がら取り進めているところでありますが、全町的な在宅サービスの利用減少に伴い、

１日の平均利用人数を２２名で積算しております。介護支援事業におきましては、居

宅介護支援事業所が支援困難ケースの積極的対応や専門性の高い人材を確保し、質の

高いケアマネジメントを実施する事業所の届け出をしてることから、介護報酬に加算

されることで増額となっております。 

それでは、予算書に基づきまして歳出のほうから説明申し上げたいと思いますので、

５１９ページ、５２０ページをお開き願いたいと思います。款１施設管理費、項１施

設管理費、目１特養施設費におきまして２億１，１１２万５，０００円、前年度比７

３万２，０００円、０．３％の増であります。給与費につきましては、公務補１名が

退職し、その後補充を臨時職員で対応することといたしましたので、１２名で１億８

８万４，０００円、前年度比７９８万８，０００円の減で編成したとこであります。

続きまして、特養施設運営費につきましては７，７２６万８，０００円で前年度より

およそ３５０万の増となっております。５２１ページ、５２２ページをお開き願いた

いと思います。退職職員の後補充を先ほど申しましたように臨時職員で対応している

ことから、共済費、賃金が増となっております。需用費でありますが、見直しを行い

ながら昨年同様の内容で編成しております。５２４ページをお開き願いたいと思いま

す。賄材料費１，４４１万４，０００円でありますが、昨年同様、１日８００円で積

算しております。次の医薬材料費でありますが、通常の医薬材料と感染症対策用薬剤

等を計上していることから増となっております。１４使用料及び賃借料で、昨年まで

電動ベッドの借り上げを計上しておりましたが、リース期間５年が経過し無償譲渡と

なることから今年度より計上しておりません。また、事務機等借り上げ料の増は、本

年度よりＡＥＤ及び調理器具としてスチームコンベクションをリースすることによる

増でございます。ＡＥＤは入所者の緊急時対応ということで、またスチームコンベク

ションにつきましては、現在使用している過熱調理器具は開設当初から使用している

ということから新規で借り上げを計上しております。５２６ページをお開き願いたい
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と思います。１８備品購入費では、平成２３年度より地上デジタル放送が始まること

から、入所者が集う食堂に液晶テレビを計上いたしました。 

続きまして、特養施設管理経費でございますけども、２，９４９万９，０００円で

前年度よりおよそ５３０万の増となっております。燃料につきましては、先ほど申し

ましたようにボイラーの燃料をＡ重油からペレットに変更して稼動しておりますので、

ペレット燃料使用料２０万８，０００キロで積算しております。また、プロパンガス

の単価も高くなっていることも含め、燃料費で４８０万ほど増額となっております。

５２８ページをお開き願います。１３委託料につきましては、消防設備点検で昨年ス

プリンクラーを設置したことによる増であります。また、本年度のみでありますが、

入浴装置保守点検、微量ＰＣＢ分析、福祉サービス第三者評価業務を計上しておりま

す。福祉サービス第三者評価業務につきましては、社会福祉事業の経営者の提供する

サービスの質を第三者機関より客観的、専門的な評価を受けることで、事業者みずか

らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上に向けるものでありま

す。続きまして、５３０ページをお開きくだささい。特養施設入所者経費４８万４，

０００円、短期入所事業経費２９９万円につきましては、前年同様の内容で計上をし

ております。続きまして、目２デイサービス費でございます。４，４８１万１，００

０円で前年度比２３６万８，０００円の増となります。主な要因はボイラー燃を重油

からペレットに変更したことによるものでございます。給与費は、一人分で１，０１

７万４，０００円の計上であります。５３２ページをお開きください。デイサービス

運営経費２，０９８万３，０００円であります。需用費につきましては、送迎用車両

の経費の増、通所者の減少に伴う賄材料の減などで積算しております。５３４ページ

をお開き願いたいと思います。１８備品購入費につきましては、特養と同じで地上デ

ジタル放送機器で液晶テレビを計上しております。５３６ページをお開き願いたいと

思います。デイサービス管理経費でございますが、燃料を特養と同様ペレットに変更

したことによる２０５万６，０００円の増額であります。ペレット使用料を７万８，

８７０キロで積算しております。 

続きまして、５３８ページをお開き願いたいと思います。款２介護支援事業費、項

１介護支援事業費、目１介護支援事業費につきましては１，７５５万１，０００円で
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前年対比２５０万円の増となります。給与費は、２名分で１，３６２万２，０００円

で計上しております。居宅介護支援事業経費は、３９２万９，０００円で、前年比２

１０万４，０００円の増額となっております。主任介護支援専門員を常勤配置するこ

とで特定事業加算の報酬が得られることから、臨時の主任介護支援専門員を雇用する

ことで共済費、賃金で増額となっております。５４０ページをお開き願いたいと思い

ます。ほかにつきましては、昨年同様ケアプランに係る経費で計上しております。 

５４２ページをお開きください。款３公債費、項１公債費、目１利子でありますが、

一時借入金を行った場合の利息を計上しております。 

続きまして、款４予備費につきましては、例年同様３０万円の予算を計上しており

ます。 

続きまして、歳入に戻っていただきたいと思います。５１５ページ、５１６ページ

をお開きい願いたいと思います。款１サービス収入、２億６，４９０万９，０００円

につきましては、特養・デイサービス、介護支援事業のそれぞれの事業収入であり、

前年対比１０５万７，０００円、０．４％の減であります。特養の利用料及び自己負

担金収入では、前年対比１６０万７，０００円の減でありますが、先ほど申しました

ように、平均年齢８８歳の入所者であることから、健康に留意し運営しているとこで

ありますが、入院等で稼動率の減少が考えられることや、短期入所につきましては、

利用者の減少はありますが３人で積算しております。デイサービスの利用料及び自己

負担金につきましては、４，８０８万円となっております。祝日営業や空き利用の促

進を図りながら運営しておりますが、全町的な在宅介護サービスの利用者の減少によ

りまして、１日平均２２人と推計して積算した結果、１６６万８，０００円の減とな

っております。目３居宅介護サービス計画費収入、１，６４１万２，０００円で、前

年対比２２１万８，０００円の増となります。これは、居宅介護支援事業所が支援困

難ケースの積極的対応や専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実

施する事業所の届け出をしていることから特定事業加算事業所として認められ、介護

報酬が加算されることから増額となっております。 

次に、５１７ページ、５１８ページをお開きいただきたいと思います。款２繰入金、

目１一般会計繰入金でありますが、特養事業費で７０５万５，０００円、介護支援事
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業で１１２万９，０００円の歳入不足が生じますので、一般会計より８１８万４，０

００円の繰入金をお願いするものであります。 

款３繰越金及び款４諸収入の目１預金利子につきましては、科目設定のみでありま

す。款４諸収入、項２雑入につきましては、常勤臨時職員の雇用保険料の個人負担分、

それとデイサービス車両の使用料といたしまして教育委員会の児童送迎用として５５

万２，０００円を教育委員会に負担願っているものであります。そのほかにつきまし

ては、職場実習等で受け入れる部分、４万１，０００円を計上しております。 

それでは、前に戻っていただきまして５１０ページをお開き願いたいと思います。

条文の説明を申し上げます。第１条におきまして歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ２億７，３９０万円と定めるものであります。２項におきまして、ただいま説

明申し上げました款項を区分ごとにまとめたものを第１表として載せております。 

第２条におきましては、一時借入金でございますけども、地方自治法第２３５条の

３、第２項の規定によりまして一時借入金の最高額を２，０００万と定めるものであ

ります。 

以上で、平成２２年度津別町介護サービス事業特別会計の説明を終わりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎議案第３４号～議案第３６号 

○議長（鹿中順一君） 続いて、日程第１９、議案第３４号 平成２２年度津別町下

水道事業特別会計予算についてから、日程第２１、議案第３６号 平成２２年度津別

町上水道事業会計予算についてまでの３件について順次説明を求めます。 

 建設課長、登壇の上説明願います。 

○建設課長（上野安男君） 〔登壇〕 ただいま議長の発言のお許しをいただきまし

たので、建設課所管の下水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計、上水道事業会計

の３会計の平成２２年度予算につきましてご説明申し上げます。 

最初に、議案第２５号 平成２２年度津別町下水道事業特別会計について内容の説

明を申し上げます。平成２２年度の予算の総額は、３億８，４３０万円、対前年対比

で２億３，２５０万円、率にしまして３７．７％の減となります。これは、平成１９
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年度から進めております公的資金補償金免除繰上償還が平成２１年度で終了したこと

による償還元金の減が主な要因でございます。平成２２年度予算につきましては、前

年度より実施しております下水道管渠長寿命化基本計画に基づく汚水管テレビカメラ

検査につきましても今年度も取り組んでまいります。また、下水道管理センター屋根

改修工事について実施してまいります。 

それでは、５４８ページをお開きください。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ３億８，４３０万円とするものでございます。第２項以下につきまして

は後ほど説明申し上げます。 

歳出のほうから説明を申し上げます。説明につきましては、対前年比、主に変わっ

たものにつきましてご説明申し上げますので、ご了承いただきたいと思います。５６

５ページ、５６６ページをお開きいただきたいと思います。款２特環下水道費でござ

います、５６６ページ、管渠管理経費、対前年比１４万１，０００円減となっており

ますが、主に修繕料の減によるものでございます。工事請負費では、町道舗装改良工

事のため公共汚水桝布設替を２か所、６４万８，０００円を計上してございます。次

のマンホール内ポンプ管理経費につきましては、対前年比１１１万２，０００円増と

なってございますけども、１１節需用費において施設管理用消耗品として汚水ポンプ

の交換部品の計上によるものでございます。５６８ページ、処理場管理費でございま

すが、前年対比１６６万３，０００円減となっております。この主な理由につきまし

ては、需用費消耗品及び施設営繕の減、委託料及び備品購入の増によるものでござい

ます。需用費の施設管理用消耗品につきましては、下水道水処理のための薬品でござ

いますが、２２年度より維持管理委託料に消耗品も組み入れて計上したため、前年比

で２５２万８，０００円減の１２９万９，０００円の計上となります。施設営繕では、

前年比２２１万６，０００円減の２３３万６，０００円を計上しましたが、修繕の減

によるものでございます。次に、５７０ページ、１３節委託料でありますが、下水道

管理センター維持管理業務につきまして消耗品の経費を含み計上したため３，７８７

万４，０００円の計上となりました。下水道汚泥処分業務委託料につきましては、前

年同様５３０トンの処分を計上してございます。次に、１８節備品購入でありますが、

前年比１９１万６，０００円の増となりましたが、下水道処理水の検査機器として２
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０年を経過しました蒸留水製造装置、分光光度計の更新を行う経費で２０３万６，０

００円を計上しました。５６９ページ、項２下水道整備費でございますが、前年比３

２３万３，０００円の増額となってございます。５７０ページの管渠等施設整備費（補

助）で、前年対比２０２万２，０００円の増となってございます。５７２ページ委託

料で、汚水管テレビカメラ検査４，０００メーター、８４４万２，０００円、工事請

負費で下水道管理センター屋根改修工事７１０万９，０００円を計上いたしてござい

ます。次に、管渠等施設整備事業（単独）でございますが、工事請負費として汚水管

渠補修工事としまして１２０万８，０００円を計上したため、１２１万１，０００円

の増となりました。この補修につきましては、平成２１年度事業で行いました汚水管

テレビカメラ検査により、管渠に亀裂が生じているところが２か所発見されましたの

で補修経費を計上したものでございます。 

次の款３個別排水費でありますが、個別排水管理経費で前年比７４万６，０００円

となっておりますが、これにつきましては、次のページ５７４ページの１２節役務費

の汚泥処理の量の増及び１３節委託料の浄化槽清掃業務等で、浄化槽の設置箇所数の

増によるものでございます。その次の個別排水整備事業につきましては、前年比１９

７万７，０００円の増となっておりますが、昨年同様５基の新設と、町道２４０号関

係で１基の移設を計画しているものでございます。 

款４集落排水費でありますが、前年比１６０万４，０００円の減となってございま

す。これにつきましては、５７６ページの処理場管理経費において前年に処理場ポン

プの修繕経費１３３万１，０００円の修繕が行われたことによるものでございます。 

５７７、５７８ページをお開きください。款５公債費でございますが、前年比２億

３，６４６万５，０００円の減でありますが、最初に申し上げましたとおり公的資金

補償金免除借換債が平成２１年で終了したことによる元金で、２億２，５０１万９，

０００円の減額となりました。次のページ、利子で１，１４４万６，０００円減とな

っておりますが、借りかえによる利子の減によるものでございます。 

款６予備費につきましては、前年同様５０万円を計上してございます。 

 それでは、歳入のほうにお戻りいただきたいと思います。５５５ページをお開きい

ただきたいと思います。歳入につきましては、款１分担金負担金では、公共下水道区
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域における新規受益者が見込めないことから、前年比２０万７，０００円の減となっ

てございます。 

款２使用料及び手数料につきましては、前年対比３９万２，０００円の増でござい

ます。この関係につきましては、前年実績から推計したところでございますが、個別

排水使用料において３７万９，０００円の増を見込んでおります。 

次の５５７、５５８ページでございます。款３国庫支出金でございますが、４０万

円の減を見込んでございます。 

款４繰入金でございますが、前年に借入れしました、資本費平準化債６，５３０万

を借り入れしませんので、その分の一般会計からの繰入金が増となるものでございま

す。 

５５９ページ、５６０ページ款６諸収入、雑入で、汚泥投入施設運転費用につきま

しては、７７万５，０００円の減の７５７万４，０００円とするものであります。こ

のし尿処理分の算定となります処理施設の修繕費用の減によるものでございます。 

次の町債でございます。本年度につきましても資本費平準化債及び繰上償還借換債

を借りないことにより、前年比２億９，８８０万円の減となるものであります。予算

につきましては、個別排水事業債８５０万を計上いたしました。 

第１表につきましては、５４９、５５０ページをお開きいただきたいと思います。

先ほど説明申し上げました部分を款項区分に整理したものでございます。 

次に、第２条の地方債につきましては、５５１ページの第２表に個別排水事業債の

８５０万を計上するものでございます。 

第３条につきましては、一時借入金について定めているものでございます。借入金

の最高額を１，１００万円とするものでございます。 

以上、下水道事業特別会計についてご説明を申し上げましたので、よろしくお願い

したいと思います。 

 続きまして、議案第２６号 簡易水道事業特別会計につきまして説明を申し上げま

す。５８７ページでございます。平成２２年度簡易水道事業特別会計につきましては、

昨年とほぼ同様の内容でありますが、国道２４０号改修工事に係る配水管布設替補償

工事の減、地方債償還金の増及び地方債償還利子の減などにより、予算額につきまし
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ては前年比９７０万、率にいたして１９．２％の減となってございます。 

５８７ページをお開きいただきたいと思います。第１条で歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ４，０９０万円とするものでございます。第２項以下につきまして

は、後ほどご説明申し上げます。 

予算書の歳出からご説明申し上げたいと思います。５９６、５９７ページのほうか

ら説明申し上げます。総務費、一般管理費では、１，５３２万４，０００円の減額で

ありますが、主に給水施設管理経費の減によります。６０１ページをお開きください。

給水施設管理経費につきましては、国道２４０号配水管布設替工事が完了しましたこ

とにより、１，５２９万６，０００円減の３３３万７，０００円を計上するものでご

ざいます。委託料につきましては、仕切弁台帳補正業務委託経費として９６万６，０

００円を計上するものでございます。工事請負費として量水器更新工事５万３，００

０円、国道２４０号バスベイ等の工事のための配水管移設工事として８０万円、布川

地区減圧弁の更新工事１３８万１，０００円を計上し、原材料費につきましても量水

器の更新分を計上するものでございます。 

次の６０２、６０３ページの公債費でありますが、公債費につきましては、元金で

過疎債の償還が始まることから前年比６０５万円増の１，６０６万３，０００円を計

上するものでございます。利子につきましては、償還により前年比４２万６，０００

円の減、６２０万２，０００円を計上するものでございます。 

予備費につきましては前年同様１０万円を計上するものでございます。 

歳入にお戻りいただきたいと思います。５９２、５９３ページでございますが、使

用料につきましては９６７万８，０００円、前年比１７万２，０００円減ってござい

ますが、これにつきましては前年度の実績から推計したものでございます。次に、繰

入金では一般会計繰入金として前年度より７７１万円増の３，０４０万５，０００円

を計上するものでございます。５９４、５９５ページ諸収入につきましては、雑入と

して歳出で申し上げました国道２４０号バスベイ等の工事に係ります工事補償としま

して国から入る分でございます。８０万円を見込んでございます。 

戻って５８７ページでございますが、第１表につきましては款項区分ごとに整理し

たものでございます。 
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第２条、一時借入金の最高額を２００万とするものでございます。 

次に、平成２２年度津別町上水道事業会計につきましてご説明申し上げます。５８

７ページをお開きいただきたいと思います。上水道事業会計につきましても例年どお

りの内容で計上しているところでございます。上水道事業会計につきましては、企業

会計ということで独立採算でありまして、本年につきましても一般会計の繰入金なし

ということで企業会計を組んでいるところでございます。 

条文のほうを見ていただきたいと思いますが、第１条は総則であります。 

第２条、業務の予定量ということで給水戸数２，２７５戸、年間総給水量、上水で

６４万４，０００立方メートル、原水２６万７，０００立方メートル、１日平均給水

量、上水で１，７６４立方メートル、原水で７３１立方メートル、主な建設改良事業

としまして恩根配水池計装機器更新工事等３，１４３万円でございます。 

第３条、第４条につきましては後ほど説明申し上げたいと思います。 

次のページ、第５条で一時借入金の限度額を５，０００万円とするものでございま

す。 

第６条につきましては、流用できない経費ということで職員給与費の１，８１１万

円と定めているものでございます。 

第７条につきましては、棚卸資産の購入限度額を５９６万円と定めているところで

ございます。 

次に、６１４ページから説明申し上げます。収益的収入及び支出でございますが、

収入につきましては水道使用料として前年より２７３万９，０００円ほど減額となっ

ておりますが、これにつきましては、主に人口の自然減によるものでございます。次

の６１５、６１６ページでございますが、この部分につきましては、前年同様の計上

でございます。次に、６１７ページの支出のほうでございますが、これにつきまして

は、営業用費用ということでみておりまして、対前年比４８２万２，０００円増とな

っております。原水及び浄水につきましては、ほぼ前年同様であります。６１９ペー

ジ配水及び給水費の道路復旧費でございますが、昨年１０月にウォーターハンマーに

よる配水管が亀裂しまして、管路は復旧いたしましたが町道１２６号線の路面復旧費

として１５８万５，０００円を計上するものでございます。次に、６２１ページの総
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係費の賃金でありますが、水道施設管理のため雇用しておりました臨時職員を２２年

度から雇用しないことから、前年比２３９万８，０００円の減となりました。６２２

ページ委託料の末端水質監視業務委託４万１，０００円でございますが、昨年保健所

から消毒の残効に関する検査とその方法に関する指導がございまして、末端水からの

採水指導がございまして、活汲地域で検査を行うための経費４万１，０００円を計上

するものでございます。６２３ページの負担金では、平成１２年に導入しました企業

会計システムのバージョンアップのための経費として２４１万５，０００円を追加し、

北海道自治体情報システム協議会負担金として２４９万９，０００円を計上するもの

でございます。６２４ページの減価償却につきましては、有形固定資産減価償却費と

して前年比５１万５，０００減の６，１８６万６，０００円を計上いたしました。資

産減耗費では固定資産除却費として、構築物１４９万７，０００円、機械及び装置７

２５万６，０００円の計８７５万円で、前年比４２３万９，０００円の増として計上

いたしましたが、恩根配水池計装機器更新工事等によるものでございます。６２５ペ

ージの営業外費用につきましては、前年比１８２万９，０００円の減となっておりま

すが、企業債利息については１９年度から実施いたしました繰上償還により、利息が

１２５万８，０００円減の５８３万円を計上し、消費税については前年比５７万２，

０００円減の３３８万円と計上するものでございます。雑支出は、その他雑支出とし

まして２１万３，０００円を計上するものでございます。附帯事業費用につきまして

は、前年比７万１，０００円減の２７４万円を計上するものでございますが、減の要

因としましては、材料費において取水施設改修資材、前年比５万円減の５万円を計上

するものでございます。６２６ページの予備費についても前年と同額の１５万円を計

上するものでございます。 

続きまして、資本的収入及び支出の説明をいたしたいと思います。６２９ページを

お開きください。６２９ページの資本的収入及び支出の収入でございますが、収入に

おきましては、道路改良に伴う配水管移設に係る負担金としまして４７５万７，００

０円を計上するものでございます。 

次に、６３０ページ支出でございますが、建設改良費ということで配水施設設置費

の委託料で、工業用配水流量計検定委託９２万４，０００円につきましては、検査期
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間満了に伴う検査の委託経費であります。水道管路ＧＩＳシステム構築委託７００万

４，０００円につきましては、２１年度で実施しました公共下水道長寿命化計画管路

情報構築業務でできましたものを活用しまして、これに水道管路情報も加えまして事

故や復旧時の迅速な対応など安全安心な水道管理を行うために計上するものでござい

ます。次の水道管路の仕切り弁調査委託料につきましてもＧＩＳシステムに登載する

ための委託料として１１０万３，０００円を計上いたしました。次に、工事請負費で

ありますが、恩根配水池のテレメーターが１２年を経過したため計装機器更新工事と

して７５６万円を計上するものであります。また、共和地区、達美地区の減圧弁更新

のため共和で２６４万１，０００円、達美で１６３万７，０００円を計上するもので

あります。次に、町道の舗装工事に係る配水管移設工事としまして町道５１号線分と

しまして２２６万８，０００円、町道６９号線分としまして２４８万９，０００円を

計上するものでございます。次に、メーター設置費は８年ごとに取替えしております

が、量水器の本年度更新分に公営住宅等の新設を加えまして、量水器４３１万円、更

新工事１４９万４，０００円を計上するものでございます。次に、６３１ページ企業

債の償還金につきましては、元金償還金５，４１２万８，０００円を計上してござい

ます。 

続きまして、６３２ページ資金計画でございます。これにつきましては、本年度の

資金計画について記載してございます。受け入れ資金３億６，３５７万４，０００円、

支払資金１億９，２３３万９，０００円、差し引き１億７，１２３万５，０００円と

なってございます。 

次に、６３３ページの損益計算書でございます。この中身につきましては割愛させ

ていただきますが、６３３ページの下から３行目の当年度純利益３６９万８，０００

円を予定しているところでございます。 

次に、６３４、６３５ページでございます。これにつきましては、予定貸借対照表

でございます。これにつきましては、平成２１年度の決算見込みに２２年度予定を加

減して作成しているところでございます。６３５ページの下から５行目を見ていただ

きたいと思いますが、当年度純利益３６９万８，０００円を見込んでございます。 

次に、６３６ページをお開きいただきたいと思います。これにつきましては、２１
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年度の損益計算書でございますが、中身につきまして割愛させていただきますが、下

から３段目、当年度純利益１，０８９万８，０００円を予定しているとこでございま

す。 

次の６３７、６３８ページにつきましては、２１年度の予定貸借対照表でございま

す。これについては決算見込みということであります。中身については割愛させてい

ただきたいと思います。 

６１０ページへお戻りいただきたいと思います。第３条につきましては、先ほど収

入支出合わせて説明申し上げましたが、水道事業収益につきまして１億３，３１４万

円とするものでございます。支出につきましては１億２，９４４万２，０００円とす

るものでございます。 

第４条の資本的収入及び支出につきましては、６１１ページ、収入につきましては、

４７５万７，０００円を計上してございます。支出につきましては、建設改良費、企

業債償還金合わせまして８，５５５万８，０００円の計上でございます。資本的収入、

資本的収支における不足８，０８０万１，０００円につきましては過年度留保資金７，

９５３万１，０００円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１２７万

円で補填いたすものでございます。 

 以上、３会計に説明させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鹿中順一君） 以上で、平成２２年度の各会計の予算説明はすべて終わりま

した。 

 

    ◎延会の決議 

○議長（鹿中順一君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○ 議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

 

    ◎休会の議決 
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○議長（鹿中順一君） 次に、議案調査のため３月１２日から３月１６日までの５日

間休会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会し、議案調査のため３月１２日から３月１６日まで

の５日間休会とすることに決定しました。 

 

    ◎延会の宣告 

○議長（鹿中順一君） 再開は３月１７日、午前１０時です。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ４時３４分） 
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 上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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